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1. 背景説明および序文 

1.1 背景説明 

クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ（以下「APP」とい
う。）は、アジア太平洋地域内のクリーン・エネルギー技術の展開と開発の迅速化
を目指している。APP は、オーストラリア、カナダ、中国、インド、日本、大韓民
国（以下「韓国」という。）およびアメリカ合衆国から編成され、以下の問題に任
意に取り組む。 

• 気候変動緩和 

• エネルギー安全保障 

• 大気汚染 

• 経済発展 

• 貧困削減 

このパートナー諸国の集団は、今日、エネルギー使用、国内総生産（以下「GDP」
という。）、人口および温室効果ガス排出について、世界全体の約 50%を占めてい
る。 

APP の組織機構は、8 つの官民共同のタスクフォースを設置しており、3 つのエネル
ギー供給部門（よりクリーンな化石エネルギー、再生可能エネルギーおよび分散型
電源、発電および送電）と 5 つのエネルギー集約型部門（アルミニウム、建物およ
び電気機器、セメント、石炭鉱業および鉄鋼）に重点的に取り組んでいる。 

2009 年 5 月下旬に、第 7 回 APP 政策実施委員会（以下「PIC」という。）会合にお
いて、PIC 委員は、APP の現在のフラッグシップ・プロジェクトのポートフォリオに
ついて、その効果の指標として、フラッグシップ・プロジェクトの達成を第三者に
評価させるというオーストラリアの提案を承認した。資源・エネルギー・観光省
（以下「資源省」という。）、気候変動省および環境・自然／文化遺産省からの幹
部により構成されるオーストラリア運営委員会は、オーストラリアの APP 事務局に
代わり評価作業を監督した。 
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1.2 序 文 

第三者による本報告書（以下「本報告書」という。）は、資源省内 APP 事務局が代
理するオーストラリア政府のために、WSP エンバイロンメンタル Pty Ltd と、その提
携先であるベーカー&マッケンジーとクリーン・テクノロジー・オーストラレーシア 

Pty Ltd により作成された。本報告書には、APP フラッグシップ・プロジェクトの既
存ポートフォリオの進捗、成果および有効性について、第三者によるその評価から
導き出された結果と、結論、提案を記載する。 

20 件のフラッグシップ・プロジェクトの既存ポートフォリオは、プロジェクトとそ
れに関連する活動により、総体的に APP の構想と目的を体現するとの主旨を踏まえ
て決定された。したがって、ポートフォリオには、以下の事項を含め、APP が意図
するすべての活動が含まれる。 

• 技術研究開発 

• パイロット・プロジェクト 

• 実証および展開に関する活動 

• 能力強化 

• ベストプラクティスの普及 

付属書類 1 に、評価対象のフラッグシップ・プロジェクトを列挙する。本報告書に
は、既存の各フラッグシップ・プロジェクトに関する精緻かつ確固とした評価、な
らびに全フラッグシップ・プロジェクトの現時点における成果と今後見込まれる成
果に関する考察を記載する。さらに、APP、APP の 8 つのタスクフォース、および
フラッグシップ・プロジェクトの開発、実施および達成に携わったプロジェクト参
加者の関係を十分に調査した上、PIC のために、本報告書（セクション 3）に重要な
評価結果および提案事項の一覧表を掲載する。 

本報告書においては、以下の事項を含め、フラッグシップ・プロジェクトの既存ポ
ートフォリオと APP の組織全体に関するいくつかの重要問題も特定し検討している。 

• フラッグシップ・プロジェクト、およびその成果と APP 構想への貢献（サブ
セクション 4.1） 
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• APP の組織上および戦略上の問題（サブセクション 4.2） 

• APP のネットワークおよび能力構築（サブセクション 4.3） 

• 成功の障壁（サブセクション 4.4） 

• APP におけるフラッグシップ・プロジェクトへの資金調達（サブセクション
4.5） 

• 規模拡大および展開（サブセクション 4.6） 

本報告書においては、APP の発展、タスクフォースとフラッグシップ・プロジェク
トの目録、ならびに APP の広範な経済上、政治上、規制上および社会上の目的につ
いて精細に考察した。 
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2. 方法論 

2.1 プロジェクトへの関与 

本報告書は、資源省内オーストラリア APP 事務局により代理されるオーストラリア
政府から委託された。契約は、「APP 最重要評価」（RFT RET 08/090025）に定める
要件に従い管理されている。 

2.2 プロジェクトの目的 

本報告書のために実施された評価は、APP のフラッグシップ・プロジェクトの現在
のポートフォリオの進捗、成果および有効性を検討することを目的としている。分
析の結果、各フラッグシップ・プロジェクトならびに APP の組織全体の定性的かつ
定量的評価を示す。また、評価により、APP と APP のフラッグシップ・プロジェク
トの将来的な成果を向上させる機会に関して、PIC 対する提案事項も提示する。 

2.3 範囲および方法論 

A. 初期段階におけるプロジェクトへの関与 

主要利害関係者に積極的に接することは、本報告書の作成を成功させるための基本
と言えた。資源省の代表者とプロジェクト管理者を含む主要利害関係者、ならびに 8

つのフラッグシップ・タスクフォースのそれぞれの代表者を交え、初回打ち合わせ
を行った。プロジェクトに関する初回打ち合わせにおいては、以下の詳細を把握し
た。 

• APP タスクフォースの主要担当者 

• 関連するタスクフォースの議長、副議長および書記 

• プロジェクト管理者、プロジェクト所在地およびパートナー諸国 

• 追加のプロジェクト利害関係者 

B. 机上検討 
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この作業においては、各フラッグシップ・プロジェクトの基本的要素を把握するこ
とを目標とし、また、成功指標をどのように適用するかについて検討した。それに
加えて、プロジェクト評価チームは、関連するプロジェクトの情報を入手する能力
と、特定のプロジェクトの目的に従いプロジェクトの進捗状況について正確に評価
する能力を最大限に発揮するよう、各プロジェクトの会合／現地視察を調整した。
各フラッグシップ・プロジェクトについて、タスクフォースの代表者から以下の事
項に関する情報の提供があった。 

• プロジェクト明細 

• 登 録 

• 最新の進捗状況 

• 報告およびモニタリング 

• 各フラッグシップ・プロジェクトの評価 

C. 評価基準／プロジェクト評価指標 

サブセクション 2.2 の概説のとおり、評価により、フラッグシップ・プロジェクトの
定量的かつ定性的測定を示す。 

D. 定量的データ 

可能な場合は、各フラッグシップ・プロジェクトの定量化可能な評価指標について
検討した上、以下のデータを取り入れた。 

• 温室効果ガス排出データ： 各プロジェクトおよび全体的なプロジェクトの総
計を含め、各フラッグシップ・プロジェクトの温室効果ガス排出削減の実際
値または期待値。 

• エネルギー使用データ： 各プロジェクトおよび全体的なプロジェクトの総計
を含め、各フラッグシップ・プロジェクトのエネルギー効率改善およびエネ
ルギー使用量削減の実際値または期待値。 

E. 定性的データ 
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各フラッグシップ・プロジェクトの定量的な成果の測定に加え、フラッグシップ・
プロジェクトの利害関係者から定性的データを収集した。タスクフォースの議長、
副議長、プロジェクト管理者、追加のプロジェクト利害関係者および関連する企業
団体を含め、多様なプロジェクト利害関係者に対し 120 部を超える調査アンケート
を送付した。本報告書の付属書類 3 に、この調査アンケートから回収された回答デ
ータを掲載する。 

利害関係者に対し、各フラッグシップ・プロジェクトの以下の側面に関して、定性
的な回答の提示を求めた。 

• 成功の障壁 

• クリーン開発の成果 

• プロジェクトの能力構築 

• パートナー諸国各地においてプロジェクトを再現する能力 

• プロジェクトの規模を拡大する能力 

• 公共部門／民間部門の投資を誘引する能力 

• プロジェクトの資金調達 

F. プロジェクト現地視察 

フラッグシップ・プロジェクトの全 20 件について、プロジェクト現地において、現
地視察や利害関係者との面談を実施した。プロジェクト現地視察の地域は、パート
ナー国の全 7 ヶ国に及び、視察の内容には、以下の事項が含まれた。 

• プロジェクト管理者との顔合わせと打ち合わせ 

• プロジェクト現地の実査 

• フラッグシップ・プロジェクトの提案者との面談 

• 書類の追加請求 

• 上述の調査アンケートへの参加の呼びかけ 
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本報告書の作成においては、プロジェクト管理者や利害関係者が同席した会合や協
議の機会を持つことを重視した。20 件のフラッグシップ・プロジェクトについて、
関係者が直接出席して開かれた会合（プロジェクト管理者の全員を交えた会合を含
む。）は、全体で 80 回を超えた。さらに、これらの会合は、本報告書の作成に関連
して、直接出席することが難しい別の 40 名の利害関係者が、補助的に電話により協
議に参加した。 

G. フラッグシップ・プロジェクト報告書 

本プロジェクトの報告書は、各フラッグシップ・プロジェクトに関連して、APP の
進展、成果および有効性を検討し、フラッグシップ・プロジェクトごとに編集され
た。概要報告書には、以下のプロジェクト関連情報を記載する。 

• プロジェクト概観 

• 進捗状況 

• プロジェクトの成果 

• 将来性 

• 特定された成功の障壁 

• 教訓とすべき重要な点 

本報告書の付属書類 1 に、フラッグシップ・プロジェクトの一覧表を掲載する。本
報告書を通じ、プロジェクトの名称は、付属書類 1 の一覧表に記載したその略称で
表示する。 

本報告書の付属書類 2 に、各フラッグシップ・プロジェクトの概要報告書を掲載す
る。 
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3. 重要な評価結果および提案事項 

本報告書の作成のためにフラッグシップ・プロジェクトを評価したことにより、よ
り広範にわたり、フラッグシップ・プロジェクトと APP に関し、重要な評価結果が
引き出された。さらに、この評価結果は、以下の事項について焦点を絞った一連の
提案を提示する根拠になった。 

• APP の利点と成果を維持し、今後向上させることを可能とする方法 

• APP の構想を構成する目的の実現を促進するよう、評価結果において特定さ
れた潜在的な改善点への取り組みを可能とする方法 

3.1 重要な評価結果 

本報告書の作成において特定された重要な評価結果を以下に記す。 

(a) フラッグシップ・プロジェクトにより、APP の構想と APP が意図する
活動の達成に向けた進展が容易になった。 

APP 構想に貢献する成果で、フラッグシップ・プロジェクト全般にお
いて最も顕著な成果を以下に記す。 

(i) 技術の開発、展開および移転の迅速化を可能とする環境作り 

(ii) 官民共同体制の強化 

(iii) 温室効果ガス排出を削減するための技術について、その開発と
実証に対するタスクフォース部門における貢献 

APP 最重要ガイドラインに記載される意図された各種活動は、評価対
象のフラッグシップ・プロジェクトにおいて体現される。 

(b) APP は、京都議定書に基づく市場ベースの制度を補完する重要な役割
を果たす。 

調査データとプロジェクト報告書は、フラッグシップ・プロジェクト
をして、特定の技術に重点的に取り組みかつその開発や、実証、展開
を促進することにより、商品化により近い多数の革新的なクリーン技
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術の導入が容易になったことを示唆する。フラッグシップ・プロジェ
クトは、気候変動緩和とクリーン・エネルギーの目的追求のためにも
利用される、市場ベースの制度を通じ提供される金融支援を補完する
ものであって、この金融支援と競合するものではなく、またはこの金
融支援に取って代わろうとするものでもない。 

(c) フラッグシップ・プロジェクトは、新技術の開発と展開に貢献してい
るが、この技術は今後大規模に展開されなければならない。 

APP は、フラッグシップ・プロジェクトを設定し、促進するにつき、
触媒的な役割を果たしている。フラッグシップ・プロジェクトの多く
には、再現可能性と向上可能性がある。しかしながら、多数のフラッ
グシップ・プロジェクトは、現在、資金調達難に陥っており、また、
プロジェクトに特有のその他障壁も多数存在するため、そのことが、
今日まで、フラッグシップ・プロジェクトにおいて開発され、実証さ
れた技術を広範に展開することの妨げになっている。 

(d) 発足以来 4 年間、フラッグシップ・プロジェクトの実施という手段を
含め、APP が採用した体制と戦略により、APP の構想の達成に向けた
進展が容易になった。 

この期間に、APP は、官民共同のまたとない機会を提供し、クリーン
開発と気候保護技術を特定しサポートすることについて成果を収めた。
APP タスクフォースのモデルも、パートナー諸国各地の共通の部門に
おいて、プロジェクトを調整し、知識を共有することについて効果的
であった。これに関連して、APP は、官民の融資活動と、産業界の知
識と経験を結集することにより、世界的金融危機後の技術商品化と景
気回復の双方を促進するための体制が整っていると言える。 

(e) タスクフォースとフラッグシップ・プロジェクトの内部的および対外
的な協調とコミュニケーションを増進すべき余地がある。 

協調とコミュニケーションの増進を図ることにより、以下の事項を含
め、そうでなければ得ることのできない多くの利益を得られると考え
る。 
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(i) 知識を共有する機会が増え、その結果、他の場所や他の業界で
技術を適用する機会の特定が容易になる。 

(ii) タスクフォース間の関係ネットワークが強化され、その結果、
タスクフォースと、フラッグシップ・プロジェクト、個々の利
害関係者との間における相乗効果の特定が容易になり、また、
作業や、学習プロセス、支出の重複を避けるのに役立つ。 

(f) パートナー国の国内の規制措置や政策措置と、APP の構想がより強力
に連携することにより、フラッグシップ・プロジェクトはその恩恵を
受けると考えられる。 

APP に基づく官民共同および国際的協調の体制は、APP の構想と目的
を補完し促進する国内の規制措置や政策活動により強化できる。この
国内の措置により、以下の事項が可能となる。 

(i) 既存市場に投入する新技術について、「均等な機会」を得るこ
とが容易になる。 

(ii) プロジェクトの活動を直接サポートしかつ様々な活動の扱いが
どのようになるかを明確にすることにより、新技術の開発と展
開を促進することになり、その結果として、プロジェクトの参
加者と民間部門の投資家は、プロジェクトに伴うリスクと利益
をより良く理解できる。 

(g) APP フラッグシップ・プロジェクトの多くは、民間部門の関与の確保
と、官民の双方の関係ネットワークの拡大、強化に成功している。 

このネットワークの発展に伴い、以下の成果がもたらされた。 

(i) プロジェクト参加者が、プロジェクトの円滑な実施を促進する
ために、技術、知識および情報源を共有できるようになった。 

(ii) フラッグシップ・プロジェクトへの民間投資の梃入れとなった。 
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(iii) 当初のフラッグシップ・プロジェクトの範囲を超えて、利益の
達成を容易にした。 

(iv) APP を超えた広範囲にわたるネットワーク構築を促進した。そ
れに伴い、新技術と既存技術の世界的な展開の迅速化が容易に
なるはずである。 

しかしながら、民間部門との間に積極的かつ持続的な交流と協調関係
を継続すること、および、APP プロジェクトの成果の可能性を高める
ために、民間の金融・投資部門の直接的な関与を取り付けるよう努め
ることが、APP にとって重要となる。 

(h) APP とフラッグシップ・プロジェクト内には、効果的なネットワーク構
築を妨げる障壁が存在する。 

特に、一部のフラッグシップ・プロジェクトのネットワーク構築につ
いては、以下の事項が妨げになっている。 

(i) 各パートナー国の参加者間における単純な言葉の障壁を含むコ
ミュニケーションの障壁、および、技術スタッフではなく管理
スタッフがプロジェクトに関与していたことに起因する技術上
の障壁があること 

(ii) 参加者が、商取引上機密扱いの専有情報を共有することに消極
的であること 

(i) フラッグシップ・プロジェクトの大多数は、APP の能力構築の目的に
貢献したとの報告を行っているが、むしろ、能力構築の活動は、フラ
ッグシップ・プロジェクト間において実際より低く評価されている可
能性がある。 

タスクフォース部門と、フラッグシップ・プロジェクトに関連する他
の部門の双方において、将来的な能力構築の分野が、プロジェクト報
告書に特定された。調査データは、APP およびフラッグシップ・プロ
ジェクトが、金融業者、投資者および政策立案者の能力構築から利益
を得ると考えられることを示唆した。 
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(j) 一部のフラッグシップ・プロジェクトは、クリーン技術の開発と展開
を達成するにつき、その促進を可能とする環境作りを促した。 

フラッグシップ・プロジェクトの成果の一つとして、ワークショップ、
パフォーマンス診断を実行するための国際的な現地視察の実施、技術
資源を共有するためのオンライン情報源の開発、および成功事例の指
針の策定によって、成功事例を共有することが挙げられた。主として、
プロジェクトの多くは、今日まで、知識共有と成功事例の研修に重点
を置いているが、これらのプロジェクトには、商取引上実行可能なプ
ロジェクトを特定し、主要パートナーを集結させ、民間部門の投資家
の関心を引き付けることについて、これを促すという産業界における
重要な役割がある。 

(k) フラッグシップ・プロジェクトにおいて採用された多くのクリーン技
術は、新興技術であるため、この技術の向上を妨げる技術的障壁の範
囲と程度は未知と思われる。 

実証プロジェクトであるフラッグシップ・プロジェクトに関わる技術
は、当初は知られていなかった重大な技術上の障壁に直面することが
あり得る。この技術上の障壁は、大規模な設備を試運転しまたは関連
技術を向上させるときになって初めて明らかになる。また、実証プラ
ントと、必要とされる実寸大の商用プラントの間には乖離があり、複
製には手腕が問われる。 

(l) APP フラッグシップ・プロジェクトは、技術の成熟と拡張可能性の極
めて多様な段階の技術を組み込んでいる。 

クリーン技術の展開と拡張の迅速化に、主要技術の飛躍的進歩は必ず
しも必要ない。調査とコンサルティングの結果、フラッグシップ・プ
ロジェクトには、成熟技術が採用されていることが明らかになった。
この成熟技術に十分な資金が供給され、その展開に、設定された投資
奨励金を割り当てることができる場合、この成熟技術は著しく拡張さ
れると考えられる。 
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(m) 大規模な製鉄所やセメント工場、炭鉱等の施設の技術向上プロジェク
トは、一般的に資本集約度が高い。 

提案された改良の手段の規模によって、より詳しい、工場特有の実行
可能性の調査等の追加情報が、投資の商業的実現可能性の評価におい
て必要となる。資金調達の選択肢と当該手段を実行するための方法の
詳細が、必要な投資決定を下すためには必須である。 

(n) APP の構想を完全に実現するために、相当の投資を世界資本市場から
誘引しなければならず、また、政府予算から資金を調達する新たな手
段が必要である。 

既存のフラッグシップ・プロジェクトを完成させるため、また、フラ
ッグシップ・プロジェクトの拡大に新たな資金を確保するために、よ
り多くの資金を誘引することは、APP の構想を達成する上で大きな課
題である。資金や投資を誘引する能力は、フラッグシップ・プロジェ
クトの技術と工程に関してその向上と展開の迅速化に直面した際の大
きな課題である。昨今、相当の民間資本が、世界的にクリーン技術に
投入され、多くの政府の景気刺激策が、「グリーン経済」措置を取り
入れているが、APP プロジェクトがこの動向から益を得るか否かは明
らかではない。 

3.2 提案事項 

APP が、今日までの成果を維持し、向上させ、フラッグシップ・プロジェクトを強
化し、将来的に APP の機構と戦略を拡大することを可能とする方法について、以下
に提案事項を記す。 

以下の提案事項の一部は、（フラッグシップ・プロジェクトであるか否かにかかわ
らず）APP プロジェクトを対象とする金融・投資部門がより直接的に関与する必要
があること、また、APP プロジェクトにより達成されたクリーン技術の展開を拡大
するため、より革新的で柔軟な融資調達制度を開発することに関連する。他の国際
的政策をして、気候変動対策の資金供給に資本市場を関与させようと努めているが、
APP は、確立されたモデルに立脚し、気候変動とクリーン開発に取り組む技術への
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投資と商業化を迅速化するよう、民間の金融・投資部門との間に積極的な関係を構
築することができる。 

(a) APP に金融・投資タスクフォースを設立する。 

APP に金融・投資タスクフォース（以下「FIT」という。）（またはこ
れに準ずる機関）を設立することを提案する。FIT は、民間の金融・投
資部門から代表者を招き、特に、「グリーン経済」政策の実施に新た
に予算を割く政府省庁から、パートナー国の代表者を招くものとする。
FIT は、以下の事項のために、すべての APP タスクフォースと横断的
に協働すると共に、他の国際機関との協調も図るようにする。 

(i) 既存の APP プロジェクトに関する現在および将来の資金調達の
必要性を確認する。 

(ii) 民間部門の投資家を誘引するよう、当面、開発および展開の段
階にある APP プロジェクトを確認する。 

(iii) パートナー諸国におけるクリーン技術の開発と展開の幅広い需
要に関し、金融・投資の必要性を確認する。 

(iv) 民間の金融・投資の資金源との間に関係を確立し、新たなネッ
トワークを設定する。 

(v) 政府の「グリーン経済」政策と公的財源との関係を調整する。 

(vi) APP プロジェクトに基づき展開された技術の商業化と展開に関
する金融上の障壁に対処し克服する。 

FIT は、APP と金融・投資業界との中心的な調整機関となり、APP の既
存の官民共同モデルに立脚し、さらに、世界的な金融業者と投資者の
新たなネットワークを設定するものとする。重要なこととして、FIT は、
タスクフォース間の重要な調整役を果たすことにより、既存のタスク
フォースに価値を付加できるようにする。 

FIT が、その責任において、提案事項(b)および提案事項(c)を進展させ
実行することも考えられる。 
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(b) 見直しを行い、フラッグシップ・プロジェクトおよび他のすべての
APP プロジェクトの個別の資金調達と投資の必要性を確認した上、資
金調達を要するプロジェクトを特定し、有望な金融業者にこのプロジ
ェクトを紹介する。 

既存のフラッグシップ・プロジェクトの多くは、採用する技術を円滑
に開発し展開するために、追加資金の投入を要する。タスクフォース
全般にわたり APP に基づく全プロジェクトについて、以下の事項を判
断するために見直しを行うことが考えられる。 

(i) どのプロジェクトに追加資金が必要か。 

(ii) どの技術改良と、展開のための他のどの手段に、APP プロジェ
クトの既存の成果に基づき効果的に資金を供給できるか。 

金融・投資を要する各プロジェクトまたは各技術に関し、有望な金融
業者に対し提示するのに適した取引／投資の事例や実行可能性の調査
を準備するものとする。その上で、民間の金融・投資業界の主要利害
関係者は、特定されたプロジェクトの見直しと恐らくは資金供給に関
与することになる。 

この提案事項を実行するために考えられる手段として、各タスクフォ
ースが、全プロジェクトを見直し、商業的展望上、最先進で、民間部
門の投資家を誘引する可能性が最も高いいくつかのプロジェクトを推
薦する。 

(c) 金融・投資業界に対し、APP プロジェクト、技術および投資機会を紹
介する APP 後援のフォーラムを運営する。 

APP 金融・投資フォーラムを開催して、世界的な金融・投資業界に対
し、APP プロジェクトとタスクフォース部門全般にわたり展開される
クリーン技術を紹介することを提案する。（恐らくは提案事項(b)にお
いて遂行される作業の結果として、）APP プロジェクトに基づき展開
される技術から、最も有望で、商業性、実行可能性が高い様々な技術
とプロジェクトが最終候補リストに掲載され、同フォーラムで紹介さ
れるべく選ばれるものとする。技術企業家とプロジェクト提案者は、
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フォーラムの参加者に対し、興味を引く投資機会を紹介するものとす
る。 

機関投資家、企業を対象とする金融業者、プロジェクトを対象とする
金融業者、民間のベンチャー資本家および開発金融機関を含め、投資
者の世界的なグループを特定し招待するものとする。同フォーラムに
は、「グリーン経済」政策の実施を管轄するパートナー国の政府官庁、
ならびに、世界銀行、アジア開発銀行、および民間融資諮問ネットワ
ーク（以下「PFAN」という。）等（気候変動対策への資金供給に従事
する。）の他の国際機関も参加させ、クリーンなエネルギーと技術に
資金を提供するために開発した革新的な金融商品と投資物件を紹介す
るものとする。 

同フォーラムは、知識交換と取引上の交流の場を提供し、継続的な官
民共同の金融ネットワークの確立の基幹的役割を果たすものとする。
提案事項(a)に述べたように、FIT がそのようなフォーラムの活動を推進
できると考える。 

(d) フラッグシップ・プロジェクトの知的財産権の管理計画を策定、実施
する。 

フラッグシップ・プロジェクトは、フラッグシップ・プロジェクトに
貢献し、フラッグシップ・プロジェクトから開発された知的財産権を
管理する計画を策定すべきである。この知的財産権管理計画において
は、以下の事項を想定する。 

(i) 関係するパートナー諸国の国内法制度の範囲において、利害関
係者がフラッグシップ・プロジェクトに供する知的財産権を確
認し保護する制度を含む。 

(ii) APP の知識共有と技術移転の目的に関連して、適切な利害関係
者が知的財産の普及により利益を得ることを保証する。 

このような計画の策定において、知的財産とその他専有情報を共有す
ることに消極的であるために生じる、ネットワーク構築とコミュニケ
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ーション上の障壁を克服し、プロジェクトのより効率的な実施、およ
び技術の開発と展開を促進できると考える。 

(e) タスクフォースおよび関連する補完部門の双方の内部において、能力
構築の取り組みを強化する。 

能力構築は、APP のビジョン声明とフラッグシップ・プロジェクト・
ガイドラインに従って、APP とフラッグシップ・プロジェクト上のよ
り一層力を入れる課題とすべきである。将来的な取り組みとして、フ
ラッグシップ・プロジェクト参加者とタスクフォース部門の双方にお
ける能力構築、さらに、APP 外であっても、APP とフラッグシップ・
プロジェクトの活動と目的に関連する他部門の能力構築にも努めるべ
きである。将来における能力構築の特定の分野として、以下の事項を
考慮すべきである。 

(i) 技術の開発者と提供者を対象とする取り組みで、金融業者や投
資者と効果的なコミュニケーションを交わし、かつ投資案を作
成する能力の構築を目的とする。 

(ii) 金融業者と投資者を対象とする取り組みで、APP が開発、実行
する技術およびプロジェクトにより提供される投資機会と収益
見込みへの理解を深めることを目的とする。 

これらの能力構築プログラムは、受講者である各主要利害関係者を対
象に特別に計画され開発されたマスタークラスの形式で実施すること
が考えられる。 

(f) 実現可能な規制環境と政策環境の発展に貢献するプロジェクトを引続
きサポートする。 

APP は、パートナー諸国の国内における以下の規制と政策の枠組みの
発展を促すプロジェクトに、引続き APP のサポートを提供することに
より、パートナー諸国が、フラッグシップ・プロジェクトにより達成
された技術的利益やその他成果を活用することを促進できる。 

(i) APP の構想と目的に連携する規制と政策の枠組み 
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(ii) より広範にわたり、フラッグシップ・プロジェクトと APP によ
り創出された技術とその他利益を利用し活用する活動を促進す
る規制と政策の枠組み 

(g) すべての APP プロジェクトに、プロジェクト管理の専門的方法論を適
用する。 

フラッグシップ・プロジェクトにより代表される APP プロジェクトの
すべてについて、以下の事項を含め、より厳しいプロジェクト管理が
有効と考えられる。 

(i) 統制された管理範囲、日程および予算 

(ii) プロジェクト実行について合意された条件から逸脱した場合の
より厳しい説明責任 

その一環として、各フラッグシップ・プロジェクトと APP プロジェク
トのすべてに、より広範に、APP 構想と連携する定量化可能な成功指
標を採用し、プロジェクトの管理チームが、この定量化可能な成功指
標を定期的に報告すべきである。 

提案者が、一貫してこのプロジェクト管理方法論を採用するように、
政府がプロジェクトの資金や賞金の支出について行政上の条件を策定
すると共に、政府による指導が必要であると考えられる。 

プロジェクトの存続期間を通じ厳格なデータ収集が行われていない場
合において、プロジェクトが比較的進捗したとき、爾後、信頼性のあ
る定量化可能な利益に関する情報を収集することは困難である。 
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4. 重要問題 

4.1 フラッグシップ・プロジェクト 

本報告書において評価した全 20 件のフラッグシップ・プロジェクト（付属書類 1 に
プロジェクトを列挙する。）は、今日までの成果と共に今後の成果の可能性も示し
ている。ただし、その一部については、取り組むべき特定の問題と障壁が存在する。
フラッグシップ・プロジェクトの多くは、それぞれの時間と予算の制限の範囲内に
おいて、明確に設定された目標を達成し、より広範な APP 構想に貢献している。以
下の事項を含め、様々な定量化可能な利益、またはそうでなければ可視的な利益を
生じている。 

• 測定可能な温室効果ガス排出削減およびエネルギー効率 

• 調査、報告およびハンドブックを含め、作業の成果物 

• 大規模インフラストラクチャーの建設および試運転 

以下の事項を含め、それほど可視的とは言えないが、同様に重要な利益も数多く達
成された。 

• 技術の開発と展開を可能とする環境作り 

• 関係ネットワークの構築と強化 

• ベストプラクティスと最良方法の確立 

多くの場合、フラッグシップ・プロジェクトを再現できることと、民間部門ネット
ワークを利用できることは、資金調達の可能性を条件とし、プロジェクトを円滑に
実施できることが、パートナー諸国に止まらずより広域においても、特定の技術を
幅広く展開する機会を生み出し、そのような機会を捉えることに役立つことを意味
する。 

しかしながら、フラッグシップ・プロジェクトの評価の結果、フラッグシップ・プ
ロジェクトがより広範な効果を達成しようとする場合、対処しなければならない多
数の障壁やその他問題のあることが明らかになった。この障壁には、（特に世界的
金融危機に関連する）公共部門と民間部門の資金供給の不足、コミュニケーション
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と情報共有の障害、および気候変動とエネルギー問題等の推進力となる重要な要素
を規制する、明確で一貫性のある長期的政策の欠如を含む。本報告書において特定
されたフラッグシップ・プロジェクトの障壁については、サブセクション 4.4 に詳述
する。 

上記の問題および関連する検討事項については、本サブセクション 4.1 の以下に詳述
する。 

A. フラッグシップ・プロジェクトおよび APP 構想 

APP のビジョン声明においては、APP に参加するパートナー諸国の多数の目的につ
いて明言している。大まかに言うと、この目的には、以下の事項が含まれる。 

• 国家政策としての汚染削減、エネルギー安全保障、および気候変動問題に対
処するための、国連気候変動枠組み条約（以下「UNFCCC」という。）に即
した、よりクリーンで、より効率的な技術の開発、展開および移転 

• 既存であるか新興であるかを問わず、費用効率が高く、よりクリーンな技術
と実施方法の開発、普及、展開および移転を可能とする環境作り 

• 長期的な変換型エネルギー技術の開発、普及、展開および移転 

• 人的能力および組織能力の構築の促進に伴う協調活動の強化 

• UNFCCC との一致、UNFCCC に基づく活動への貢献、ならびに、京都議定書
に取って代わるのではなく京都議定書への補完 

本報告書の作成の過程において入手した調査データは、フラッグシップ・プロジェ
クトが、目的とより広範な APP 構想を促進させる多数の成果を達成したことを示唆
している。達成された成果のうち、調査データにおいて最も顕著であったのは、以
下の事項である（調査対象のフラッグシップ・プロジェクトからの肯定的回答の比
率の順に記す。）。 

• 二酸化炭素ガスまたはその他温室効果ガスの排出削減（66.7%） 

• 技術の開発、展開および移転の迅速化を可能とする環境作り（59.1%） 

• 教育、訓練、能力構築または知識共有（56.1%） 
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• パートナー国の政府間の連携強化（53.0%） 

• 業界のベストプラクティスの手続および手順の確立（45.5%） 

• 官民共同体制の強化（42.4%） 

• エネルギー効率の向上（39.4%） 

上記の成果は、フラッグシップ・プロジェクト、APP 構想、さらに、人為的気候変
動、クリーン・エネルギーとエネルギー安全保障、および持続的経済発展を中心と
する広範な国際問題が広範囲に連関することを示唆する。 

とりわけ、上記の成果は、UNFCCC と京都議定書の二元的な気候変動緩和と持続可
能な開発目標との著しい類似点を示し、APP とより広範な国際的気候変動枠組みが、
APP の構想に従い、相互に有益に補完することを明示する。 

調査データは、また、実現可能な環境作りと技術応用の実証の成功により、クリー
ンでエネルギー効率が高い新技術の開発と展開への貢献にも成果があったことを示
す。 

APP が、技術の開発、実証および展開に、実際的、重点的に取り組むことは、気候
変動とクリーン・エネルギーの目的を追求するために、現在利用されている市場ベ
ースの制度への重要な補完となっていることを示す。特定の技術の発展のために計
画された様々なプロジェクトをサポートすることにより、APP は、調査データとプ
ロジェクト報告において明らかなように、技術の開発と展開を直接的に促進するこ
とにつき様々な成果を達成した。この技術重視の取り組みは、APP が、京都議定書
に基づく市場を基盤とした手段と競合することなく、またはこれに取って代わろう
とすることなく、この京都議定書に基づく市場を基盤とした手段を補完することを
促している。 

B. フラッグシップ・プロジェクト・ポートフォリオ 

APP 最重要ガイドラインは、APP に基づき指定されたフラッグシップ・プロジェク
トのポートフォリオについて、以下のとおり述べている。 

• APP の構想および目的を総体的に体現する（すなわち、説明し、実証す
る。）。 



 

26 

• APP により意図されるあらゆる種類の活動を含む。すなわち、技術研究開発、
パイロット・プロジェクト、実証と展開に関する活動、能力強化、およびベ
ストプラクティスの普及。 

上述のとおり、本報告書の作成において 20 件のフラッグシップ・プロジェクトを評
価したことにより、当該プロジェクトが、APP のビジョン声明に記載した APP 構想
を構成する目的に貢献していることを確認する。特に、温室効果ガス排出削減、技
術の開発と展開を可能とする環境作り、および知識共有／能力構築の目的に向けて
の進展があった。 

評価対象のフラッグシップ・プロジェクトは、以下のとおり、APP が意図する各種
活動の具体例を含む。 

• 技術研究開発 

(i) プロジェクト CMT-07-07 (sub 3)（セメント窯における有害廃棄物） 

(ii) プロジェクト CFE-06-06（石炭火力発電所からの排出物の燃焼後回
収技術） 

• パイロット・プロジェクト 

(i) プロジェクト RDG-06-01（高効率太陽熱発電所） 

(ii) プロジェクト BATF-06-27（中国におけるグリーンビル） 

• 実証と展開に関する活動 

(i) プロジェクト BATF-07-36（CFL 品質管理） 

(ii) プロジェクト CLM-06-11（炭鉱メタンの回収・利用） 

• 能力強化 

(i) プロジェクト ATF-06-02（PFC 排出の管理） 

(ii) プロジェクト CMT-06-05（卓越セメントセンター） 

• ベストプラクティスの普及 

(i) プロジェクト STF-06-05（SOACT ハンドブック） 
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(ii) プロジェクト PGT-06-01（発電活動計画） 

上記の各プロジェクトは、フラッグシップ・プロジェクトの現在のポートフォリオ
が、APP 最重要ガイドラインに記載するフラッグシップ・プロジェクトの目的と基
準に一致していることを示唆する。 

C. プロジェクトの成功 

フラッグシップ･プロジェクトの大半は、予測されたスケジュールおよび予算どおり
に進み、その実施においては様々な成功を収めた。数々の里程標が満たされ、多様
で有益な結果が生み出された。  

主要なプロジェクトの成功の例として以下が含まれる。 

• プロジェクト BATF-06-27 (中国におけるグリーンビル)： オリンピック村マイ
クロエネルギー（ゼロに近い）エネルギービル（以下「マイクロ・エネルギ
ー・ビル」という。）が、2008 年北京で開かれたオリンピック大会の開幕に
間に合い、2008 年 8 月に完成した。マイクロ・エネルギー・ビルは、幾つか
のグリーン・ビルディング技術の成功的な利用を実証し、北京オリンピック
村（マイクロ・エネルギー・ビルはその一部である）は米国グリーン・ビル
ディング協会からエネルギーと環境を配慮したデザインのリーダーシップ
（LEED）の金認証を受賞した。マイクロ・エネルギー・ビルは現在、幼稚園
へ改造中である。  

• プロジェクト CFE-06-06 (石炭火力発電所からの排出物の燃焼後回収技術）: 

燃焼後回収技術（以下「PCC」という。）プログラムは、石炭火力発電所の
煙道排気から二酸化炭素を除去する科学技術とその実用化を促進することを
目指すものである。このプログラムは、的を絞った実験室研究の要素、並び
に、存在する石炭発電所を改造することにより、現実的かつコスト効率の良
い排出制御技術の達成を目的として、相互に流れ込む現実の排煙ガス状態の
試験的工場実演の要素を有する。過去 6 ヶ月にわたり、回収できる二酸化炭
素の割合の著しい増加と共に、本プログラムに関連する急速な進歩・習得が
あった。この技術の適用は、一旦実証されれば、どんな石炭火力発電所にも
適用することができる。また、技術のモジュール性を前提として、そのシス
テムは段階的に追加することができる。現在、試験的プログラムが、ニュー
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サウスウェールズ州のムンモラ発電所および北京の NSW 及び華能発電所で実
施されている。クイーンズランド州のタロング発電所において、更なる試験
的工場が設計段階にある。 

• プロジェクト PGT-06-01 (発電活動計画）： 石炭火力発電所の熱効率の評価の
ための体制を提供し、成功事例の意義深い共有をもたらしたグリーン･ハンド
ブック･ピアレビュー･ドキュメント（以下「グリーン･ハンドブック」とい
う。）の開発は、その実施において、定量化できる温室効果ガスの排出の削
減とエネルギー効率の改善をもたらす将来性がある。例えば、初期の効率改
善トレーニングや検査が、2 つのインド国有発電所において既に完了しており、
それぞれにおいて、年に 6 万トン程度の二酸化炭素に相当する温室ガス削減
を達成した。グリーン･ハンドブックを利用したピアレビューが、日本、イン
ド、オーストラリア、米国および韓国で着手され、各ケースにおいて効率性
と排出削減の機会が確認されており、また、参加者の間でグリーン･ハンドブ
ックに対する高度な需要を発生させた。参加者は、ピアレビューの完了後、
知識と経験を共有し続けており、中国の石炭火力発電所の検査が 2010 年に取
組まれる予定である。  

• プロジェクト STF-06-05 (最先端クリーン技術ハンドブック)： 鉄鋼産業にお
ける入手できる最善の省エネ・環境保護の技術および実践への総合手引き書
である、最先端クリーン技術ハンドブック（以下「SOACT ハンドブック」と
いう。）のバージョン 1.0 が、2007 年 12 月に出版された。SOACT ハンドブッ
クは、産業の意思決定者に対し、技術の供給者とエンドユーザーを適合する
「実況」情報センターも作り出しながら、設備改良プロジェクトを導く総合
的な情報資源を提供することを目指している。 

また、調査データは、フラッグシップ･プロジェクトの大部分が、温室ガス排出削減
やエネルギー効率等、測定可能、定量化可能な利益をもたらすことも示している。
しかし、現在に至るまで、これらの利益を測定するデータを記録しているのは、少
数のプロジェクトのみである。  
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D. 技術の革新および変換的な移行 

調査データおよびプロジェクト報告書のいずれも、これまでにフラッグシップ･プロ
ジェクトによって達成された成功が、技術上･商業上での革新技術の実証、および利
用可能な最良の技術、最良の実例に関する情報の普及に貢献してきたことを示して
いる。  

• 上述のとおり、調査回答者の 59.1％が、それぞれのフラッグシップ･プロジェ
クトが、加速された技術の開発、展開および移転を可能にする環境を作り出
したことを示し、他方、45.5％が産業のベスト･プラクティスの手順や過程を
設定したことを示した。  

• 調査回答者の 43.1％は、それぞれの技術が、概念実証を達成するために更な
る実証を必要とすることに不賛成または強く不賛成をし、他方、40.4％は、
APP が、実証およびプロジェクトの試行を超えて技術を前進させること、か
つ展開の変化促進をすることにおいて主要な役割をしたことに賛成または強
く賛成した。  

• プロジェクト BATF-08-49 (グリーン･スペース・インド）の一部である、イン
ドのパハルプール･ビジネス･センターにおけるグリーン･ビルディング技術の
試行は、通常の慣例や基準を大幅に超える高性能のグリーン･ビルディングを
建設すること、およびエネルギー使用（74.4％の削減）、飲料水使用（50％の
削減）における大幅な節約を達成することが、技術上かつ商業上、実行可能
であることを実証した。  

• また、インドにおいて、プロジェクト RDG-06-16 （再生可能エネルギーの実
行可能性研究）は、国内の農村電化に貢献するために、ディーゼル発電に代
わる再生可能エネルギーとしての潜在的な実行可能性を実証した。  

APP によって達成された技術開発および実証結果は、関与する技術が本来の規模で
展開されることができる場合に、大規模な経済的、環境的および社会的な便益を生
み出す潜在性と共に、APP の主要な強みの 1 つを表している。展開の範囲は、順次、
以下によって増加する。  

• プロジェクトの再現可能性： 調査回答者の 80.9％は、それぞれのフラッグシ
ップ･プロジェクトが各場所およびパートナー諸国で再現可能だったことに賛
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成または強く賛成し、他方、回答者の 74.6％は、それぞれのフラッグシップ･
プロジェクトの成功が同様な将来のプロジェクトにおける民間部門からの投
資を促進するであろうことに、賛成または強く賛成した。  

• 民間部門の関与：フラッグシップ･プロジェクトにおける民間部門の関与は、
大規模な国内･国際企業グループやネットワークに技術を引渡し、展開させる
潜在性を生み出す。例えば、プロジェクト CMT-07-07 （セメント窯における
有害廃棄物）（上述された）の利害関係者は、世界最大のセメント製造･販売
業者の子会社の 1 つである。利害関係者のより広い企業グループを通してプ
ロジェクトを規模拡大・再現する潜在性は、グループのかかるアクションへ
の強い関心と共に、かなりのものであると報告されている。  

しかし、調査データおよびプロジェクト報告書は、フラッグシップ･プロジェクトは
革新的な技術の開発、実証に貢献したが、これらの技術はパートナー諸国（APP の
援助を伴っても）内で、未だ本来の規模で展開されていないとも示している。 

• 調査回答者の大多数が、展開を加速するためには、公的および民間資金両方
の提供が必要であると考えた。  

• 調査回答者の 53.6％が、技術特有の障壁は、将来の展開の経済的な実現可能
性を妨げないと示した。  

• 調査回答者の 46.2％は、APP が、実証およびプロジェクトの試行を超えて技
術を前進させること、かつ、大規模な展開への変化促進において主要な役割
を果たしたことに賛成も反対もしておらず、これらの回答者のプロジェクト
に適用された技術の展開について、APP が未だ大幅な貢献はしていないこと
を示唆している。  

• 調査回答者の 87.5％は、APP の中核となる焦点が、産業がクリーン技術の開
発や展開を加速することに対する障壁を克服する上で手助けをすることであ
るべきということに賛成または強く賛成した。 

• フラッグシップ･プロジェクトは、数多くの革新技術が市場への準備ができて
いることを実証しているが、場合によっては、市場への持ち上げが段階的プ
ロセスであることも実証している。 
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この最後の点の一例として、中国で、プロジェクト BATF-06-27 （中国におけるグ
リーンビル）は北京オリンピック村内の本マイクロ・エネルギー・ビルにおいて多
くのグリーン･ビルディング技術の成功利用を実証することができたが、プロジェク
トから学んだ教訓が中国南部の 2 つの新しい開発に適用されることが協議から明ら
かになった。しかし、この段階で、グリーン･ビルディング技術の適用が、大半の建
設業者または開発業者の現在の実務に再現され、合体されることはできない。  

同様に、プロジェクト CFE-06-05 （カライド A オキシ燃料燃焼実証プロジェクト）
は、オーストラリアの石炭産業、より広範な公衆、政治および規制の集団の間で、
新技術が「難し過ぎる」という認識、かつ、この認識がプロジェクトへの障壁を提
示したことを報告した。  

規模と展開は、後述するサブセクション 4.6 に具体的に検討されている。 

APP のビジョン声明に追求されている変換的な移行をもたらすために、これらの課
題は APP が以下を行うことの重要性を示唆している。 

• フラッグシップ･プロジェクトに首尾よく実証された技術展開を加速するため
に、公的および民間資金の提供を増加する措置を講じる。  

• APP が構想を構成している目的を実現する手助けとなり得るクリーン技術の
開発や展開に対する障壁の識別、除去への焦点を強める。  

• 例えば、教育強化や情報共有、ならびに的を絞った能力開発活動を通して、
新しく革新的な技術の市場準備を高める。 

• 主要技術が、個別に評価され、そして実行可能な場合には市場に持ち上げら
れるように、個別に（および一斉に）実証する。  

4.2 APP 組織および戦略的課題 

フラッグシップ･プロジェクトの評価によると、APP が 2005 年に発足して以来、起
用してきた組織および戦略は、プロジェクトが APP の構想を促進するのに役立って
きたことを示唆する。それでもなお、改善の機会は残っており、それらの機会を捉
えることができれば、この構想とそれを構成している目的が実現されるよう、フラ
ッグシップ･プロジェクトおよび APP の能力をより広く向上させるであろう。  
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A. 現在の APP 組織および戦略の強み 

調査データは、APP が導入した現在の組織および戦略を幅広く支持しており、これ
らの組織、戦略が APP の構想の実現に伝導的であることを示唆している（上述のと
おり）。 

• 調査回答者の 86.5%は、APP が技術またはプロセスの開発、展開、普及およ
び移転を加速するために、官民協力の極めて稀な機会を提供していることに
賛成または強く賛成している。 

• 調査回答者の 79.3%は、APP の現在の組織が、クリーン開発および気候保護
技術を識別、支持することにおいて成功したことに賛成または強く賛成して
いる。 

• 調査回答者の 61.6％は、APP タスクフォースのモデルが、パートナー諸国全
域の同部門内において、プロジェクトの調整、情報の共有に効果的であった
ことに賛成または強く賛成している。 

これらの結果は、プロジェクトの利害関係者協議の一部で同意されている。  

• プロジェクト STF-06-04 （製鉄所性能診断）では、日本の製鋼業者と社団法
人日本鉄鋼連盟が APP の鉄鋼タスクフォースと共に、世界の鉄鋼産業全体に
わたるネットワークを確立することに、効率的に取組んだ（APP の関係ネッ
トワークへの貢献は、下記サブセクション 4.3 に具体的に検討されている）。 

• プロジェクト BATF-07-36 （CFL 品質管理）では、利害関係者が、アジア太
平洋地域全体にわたる利害関係者間の協力および信頼を築くことの価値と実
用性を強調した。 

• フラッグシップ･プロジェクトの多くが、APP の関与なしでは、プロジェクト
は開始されていなかった、もしくは現状まで進んでいなかった、または、遥
かに小さな規模で委託されていたであろうと報告した。 

上記の結果は、APP が現在に至るまでに活用した組織および戦略により、数ある中
でも、フラッグシップ･プロジェクトの効果的な実施を通して、APP がその構想の達
成に向けて首尾よく前進できたことを示唆している。 
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調査データから明白である、この成功の重要な特徴は以下である。 

• 官民協力の稀な機会: 公的な資金と委託が民間部門の知識と組み合わされる活
動は、現在の世界経済状況においては重要である（民間資本の不足、新しい
技術によって提示されたような危険性の高い投資機会に対する反感、基幹施
設の建設、経済の再活性化、および民間事業の保護のための公的な景気対策
の利用）。APP は、官民協力を通して、技術の商業化および景気回復の両方
を推進する、良い状況にあるのかもしれない。協議および調査からのフィー
ドバックにおける持続的テーマは、APP の公共と民間の側面が提示する利益
は、認識され、将来において増進される必要があることを暗示した。  

• クリーン開発および気候保護技術に対するサポート： APP の技術開発および
展開に対する焦点の重要性は、本報告書で広範にわたり検討されている。新
技術に対する具体的なサポートは、APP 独特の利益であり、技術に関連の無
い、市場本位のメカニズムを通しては提供されない。この技術フォーカスが、
エネルギーや気候問題に取組む他の国際的活動から APP を際立たせ、技術的
解決策というより、環境的な結果に、より直接的な焦点を合わせる現存の市
場本位の社会体制を APP が補完することを支援する。 

B. 改善の機会 

APP が導入した現在の組織と戦略は、調査データおよびプロジェクト報告書で幅広
く支持されているが、実現可能な改善分野が多く確認できる。これらは、タスクフ
ォースのモデルに関する課題、タスクフォースおよび個別のフラッグシップ･プロジ
ェクト内またはそれらの間でのコミュニケーション、そしてより広いパートナー諸
国の政策および規制問題を網羅する。 

調査回答者の 56.8%は、APP のタスクフォースがフラッグシップ･プロジェクトの選
択およびサポート、かつ情報共有について相互に連携していることに賛成または強
く賛成している。しかし、回答者の 41.2%は、この見解に賛成も反対もしておらず、
更に回答者の 48.1%は、APP のタスクフォースがかかる事柄において相互の連携を
向上すべきであることに賛成または強く賛成した。 

この調査は、8 つの APP のタスクフォースがそれぞれのフラッグシップ･プロジェク
ト促進および情報共有において、既に合理的に連携しているが、タスクフォース間
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の連携を高める余地があることを示唆している。連携を高めることにより、以下を
含む多数の追加的利益の可能性が生じる。 

• 他の産業における新技術の商業適用のための機会の識別を促進するであろう、
タスクフォース間の情報共有およびその他の利益の増加。 

• タスクフォース、フラッグシップ･プロジェクトおよび個別の利害関係者の間
の潜在的な相乗効果の識別を促進するであろう、タスクフォース間の公共お
よび民間関係ネットワークの強化。 

• 作業、修得プロセスおよび費用の不必要な重複の回避。  

多数のフラッグシップ･プロジェクトのための利害関係者協議によって、タスクフォ
ース内およびその間のコミュニケーションが改善できるであろうことが明らかにな
った。フラッグシップ･プロジェクトを見直す過程で受けたコメントは、以下を示し
た。 

• APP は、タスクフォース内およびそれ全体のより良いコミュニケーションと
知識転移から派生する潜在的価値を欠いており、現在のタスクフォースの形
態および支持する構造基盤は、知識および専門技能のより広い移転を推進し
ない。 

• 鉄鋼タスクフォースの現在に至るまでの調査結果をより広く流布させるため
の、大きな未実現の機会が残っている。 

• 一部のプロジェクトは、若干、国内または国際的ネットワークと隔離しつつ
完了されている。 

フラッグシップ･プロジェクトの利害関係者によるコメントは、以下を強調している。 

• タスクフォース内およびその間のコミュニケーションに改善の余地がある
（これは部分的には、タスクフォース間の改善された協調の機能となる）。 

• かかる改善は、さもなければ捕らえられない、APP にとっての貴重な利益を
もたらすであろう。 



 

35 

目的追求における APP 戦略の改善のための主要点は、より広いパートナー諸国の政
策や規制体制との一致協力である。  

•  調査回答者の 66.7%は、それぞれのフラッグシップ･プロジェクトが更なる投
資を確保する、プロジェクトの経済状況、および／または規模を増減する能
力を改善するためには、より明確で一貫性のある長期的な政府の政策が必要
であることに賛成または強く賛成した。 

これらの結果は、APP およびフラッグシップ･プロジェクトの成功にもかかわらず、
パートナー諸国が、関連する部門の活動を管理するための、明瞭、確実かつ安定し
た国内の規制体制および政策設定を取り入れることにより、クリーン技術展開を更
に支持できることを立証している。適切に調整された、APP の下での官民および国
際的な協力活動は、クリーン･エネルギー技術の開発および展開、気候変動の軽減、
かつ、パートナー諸国の管轄内におけるエネルギー効率化および確保の助成を促進
する国内措置によって補完され得る。 

また、補完的な国内の規制体制の導入は、サブセクション 4.4 で検討されるとおり、
APP を通して開発、実証された新しい技術のための「均等な機会」を作り出す上で
の助力ともなる。 

4.3 ネットワーキングおよび能力開発 

調査データは、APP フラッグシップ･プロジェクトの実行が、関係ネットワークの開
発および能力開発の促進において成功したことを示している。 

A. 関係ネットワークの開発 

合計で、調査回答者の 58.6%が、それぞれのフラッグシップ･プロジェクトの実施は
新しい関係ネットワークを作成することにおいて有益だったことに賛成または強く
賛成した。また、協議からは、ネットワークの拡張および強化に対するフラッグシ
ップ･プロジェクトの貢献が確認されている。 
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• プロジェクト ATF-06-02 （PFC 排出の管理）では、プロジェクトを通して確
立された関係ネットワークが、活動の主要な成功だった。 

• プロジェクト BATF-07-36 （CFL 品質管理）では、ネットワークの開発およ
び建設的搾取が、プロジェクトの重大かつ主要な側面であり、協力的なパー
トナーシップおよび提携がプロジェクトを通して前進、強化されている。 

• プロジェクト PGT-06-01 (発電活動計画）は、技術的な発電所技師のネットワ
ークを参加国の全てから作成することに極めて成功している。 

• プロジェクト STF-06-05 (最先端クリーン技術ハンドブック)は、インドおよび
中国との通信ネットワークを開始する上で中枢となっている。 

フラッグシップ･プロジェクトを通したネットワークの開発は、成功するプロジェク
トの実施を促進するために、参加者が、関係を確立し、技術、知識およびその他の
情報を、相互に共有することを可能にした。また、当初のプロジェクトの範囲を超
えた、より幅広い利益の達成を可能にした。例えば、プロジェクト BATF-07-36 

（CFL 品質管理）を通したネットワークは、電球型蛍光ランプの検査と分類の調和
を促進するために設立された独立非営利団体である、アジア照明審議会の設立の重
要なきっかけとなった。 

タスクフォース会議は、部門内ネットワークの新設にとって重要なフォーラムとな
っている。一部のフラッグシップ･プロジェクトも、外部の利害関係者との建設的な
関係の確立を通して、APP を超えたネットワークを報告した。プロジェクト CMT-

06-05 （卓越セメントセンター）からの利害関係者は、中国および、比較的低コスト
で先進技術を求める発展途上国の間の新しいネットワーク開発を明らかにした。こ
れらの外部ネットワークの拡張は、新しい技術の展開を世界的に加速することに役
立つであろう。 

また、フラッグシップ･プロジェクトは、官民のネットワークの強化のための通信手
段も提供した。プロジェクト RDG-06-01 （高効率太陽熱発電所）は、利害関係者の
プロジェクト参加が「REDG タスクフォースにおいて公共と民間部門の間の強い連
結を建設する上で有益」だったと報告した。 
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しかし、全てのフラッグシップ･プロジェクトが関係ネットワークの開発において同
様な成功を経験したわけではなく、ネットワークに対する多数の障壁が、利害関係
者の協議から確認できる。 

• 効果的なコミュニケーション: 幾つかのフラッグシップ･プロジェクトは、以
下による関与がより偉大なものであれば、プロジェクト参加者の間のコミュ
ニケーションがもっと効果的にできていただろうと報告した。 

(i) 二言語使用者：一部の例では、異なる言語で作業する必要性が、効
果的なコミュニケーションおよびネットワークの基本的な障壁を提
示した。例えば、1 つのプロジェクトの利害関係者は、「プロジェ
クトの主要な利害関係者」の間の強いコミュニケーションを確立す
ることが見込みよりも大幅に長くかかったこと、および、二言語使
用者が関与していたら、プロジェクトの初期段階がかなり容易だっ
たであろうことを報告した。 

(ii) 技術スタッフ：多くのプロジェクトが、プロジェクトに、管理者で
はなく、むしろ技術スタッフがより多く関与していれば、コミュニ
ケーションがもっと効果的だったであろうとも報告した。 

• 商業上、慎重に扱うべき情報：また、協議から、利害関係者が、商業上慎重
に扱うべき知的財産や専有情報を共有することに消極的になりがちであった
こと、および、これにより利害関係者間のネットワークのレベル、もしくは
ネットワーク内の情報共有が制限されたことが、明らかになった。 

 2 つのコメントは以下を含んだ。  

(i) 管轄および文化を越えた APP の国際協力的な姿勢は、前向きな結果
を達成するために「信用と透明性に依存する姿勢」が要求されるこ
と。 

(ii) 効率性の利益の数量化に隠れる技術的詳細の共有に対する商業上の
過敏性が、「潜在的受領者による［関連する］技術の支援の可能性
を制限した。」こと。 
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これらの問題に提起されたプロジェクト成功に対する障壁はサブセクション 4.4 で具
体的に検討されている。  

B. 能力開発 

APP の協調的努力を強化するための人的および組織的能力の構築は、APP の構想の
主要目的の 1 つである。 

サブセクション 4.1 に記述されたとおり、調査データは、フラッグシップ･プロジェ
クトがこの目的を達成することに貢献したことを示唆している。調査回答者の合計
56.1％は、フラッグシップ･プロジェクトがトレーニング、能力開発または知識共有
に貢献したと示した。以下のフラッグシップ･プロジェクトも、明白に、能力開発の
要素を組み込んでいる。 

• プロジェクト CLM-06-09 （炭鉱衛生安全）：炭鉱の危険特定およびリスク･
マネジメント能力開発。 

• プロジェクト CLM-06-11 （炭鉱メタンの回収･利用）：高度なガス抜きおよ
び炭鉱メタンガス回収技法における能力開発。 

• プロジェクト PGT-06-01 (発電活動計画）: 石炭火力発電所の熱効率を改善す
るために発電機を援助する能力開発。 

しかし、利害関係者フィードバックおよび調査結果の分析は、献身的な能力開発プ
ロジェクトがフラッグシップ･プロジェクトの中において過小評価されているのでは
ないかと示唆している。また、プロジェクト報告書は、将来の能力開発が有益であ
ろう分野を多く確認している。例えば、プロジェクト CMT-07-07 （セメント窯にお
ける有害廃棄物）との協議において、経営者レベルを含むセメント部門内、および
セメント部門で燃料として使用できる有害廃棄物を産出する産業内の両方において、
多くの能力開発の潜在的分野が確認された。 

調査データは、APP とフラッグシップ･プロジェクトに有益であろう能力開発の一定
分野も示している。具体的には、調査回答者の 39%が、資本家、投資家および政策
立案者の間で、関連技術やプロジェクトの開発を加速するための意識および技能が
不足していることに賛成または強く賛成した。 
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上記の結果は、フラッグシップ･プロジェクトおよび、更に幅広く APP において、能
力開発の役割が将来、強化されるべきであると示唆している。能力開発活動は、以
下が可能である。 

• 現存するフラッグシップ･プロジェクトの中に直接組み込まれる、またはその
中で拡大される。 

• 新しいフラッグシップ･プロジェクトの献身的な焦点となる。または 

• 部門間での知識共有から利益がもたらされる、タスクフォースレベルで、ま
たはタスクフォース間で実施される。 

プロジェクトの規模調整および技術展開の背景における能力開発に関する具体的な
課題は、サブセクション 4.6 で検討される。 

4.4 成功への障壁 

調査データおよびプロジェクト報告書は、APP フラッグシップ･プロジェクトの成功
を阻む様々な障壁があることを示している。これらは、以下を含む。 

• 技術的な障壁  

• 商業的な障壁  

• 法的／規制上の障壁  

• 組織的／文化的な障壁  

• 金融上の障壁  

プロジェクトの成功を制限している障壁の一部は、特定のフラッグシップ･プロジェ
クトに特有のものであり、一部は関連するタスクフォースまたは部門に特有のもの
であり、また、障壁の一部は、より広く APP に関係する。 

プロジェクト CFE-06-12 や プロジェクト RDG-06-10 等の、フラッグシップ以外の他
の APP プロジェクトが、積極的にタスクフォース特有の障壁を調査したことも認識
されている。本サブセクション 4.4 における検討は、本報告書の目的のために見直さ
れたフラッグシップ･プロジェクトを影響していると確認された障壁に関係する。金
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融および投資に関係する障壁についての追加的検討は、サブセクション 4.5 で提示さ
れ、規模および展開に関係する障壁は、更に具体的にサブセクション 4.6 で取上げら
れている。 

A. 技術的な障壁 

フラッグシップ･プロジェクトで活用されたクリーン技術の多くが新興的な性質であ
るため、それらの理解には、以下のような技術上の障害が起こり得る。 

• 技術の費用競争力 

• 技術オプションの認識 

• 技術の根本となるコンセプトの裏付け 

• 現存する技術および実務との適合性 

• 間欠性および電力貯蔵問題（例えば、再生可能エネルギー技術からのクリー
ン発電） 

• 関連データの測定、モニターおよび確認 

一部のフラッグシップ･プロジェクトに関与する技術は、現在のところ依然として商
業規模で未検証であり、より大きな施設の委託、もしくは他の場所における技術の
規模拡大においてのみ明白になる、これらの技術に対する重要な技術上の障壁があ
るかもしれない。一例としては、プロジェクト CFE-06-05 （カライド A オキシ燃料
燃焼実証プロジェクト）であり、これにおいて、オキシ燃料技術（石炭燃焼中の二
酸化炭素の発生を削減するもの）の成功に対する潜在的な最大の障壁が、現在の非
商業的な試験的施設から、250MW の実証のための規模、またはより大きな商業規模
での実施へ、技術の規模を調整することを取巻く問題であると考えられている。 

プロジェクト RDG-06-01 （高効率太陽熱発電所）の先導会社は、へリオスタット集
光式太陽光発電技術（以下「HCPV」という。）の太陽熱発電所のデザインと発電
量を進歩的に規模調整するために、研究開発、工業技術、建設、監視･検証、および
運営･保全等の障壁の克服をしようと、APP が出資した 140ｋW の HCPV の実証プラ
ントにおける様々な技術上の障壁について、調査している。 
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多数のフラッグシップ･プロジェクトが、温室効果ガスの排出を削減する、もしくは
クリーン開発の成果を達成する効率的で、技術的に可能な技術を実現するためには、
検査、監視および評価をとおして基本的な研究結果を確立することが必要である。
これは、技術の達成度の尺度を定義すること、および、その後、統計的に有効な排
出削減の基準を確立する前に、なされる必要がある。例えば、プロジェクト ATF-

06-02 （PFC 排出の管理）は、溶鉱炉特有のペルフルオロカーボン（以下「PFC」と
いう。）排出削減戦略を促進するアルミニウム施設からの、目録を定量化できるデ
ータ結果について、検討を始めている。 

フラッグシップ･プロジェクトで展開された一部の技術は、その実行可能性について
は実証されているが、温室ガス排出を削減する能力については、必ずしもそうでは
ない。例えば、二酸化炭素の捕捉と貯蔵の費用が PCC 技術に対する主要な障壁の 1

つとなっているプロジェクト CFE-06-06 (石炭火力発電所からの排出物の燃焼後回収
技術）である。PCC 技術は、現在、プロセスを推進するために、発電所から約 25％
の追加出力が要求される。PCC 技術が商業的に実行可能となるためには、捕捉費用
が二酸化炭素排出費用よりも低い必要がある。 

もう 1 つの技術障壁は、一部の技術的解決策が、より大きな規模では実用可能であ
るが、より小さな規模では実用可能ではないかもしれないということである。これ
は、プロジェクト CMT-06-05 （卓越セメントセンター）の利害関係者との協議にお
いて明らかとなったが、この協議では、中国の 5,000 を超えるセメント会社の中で、
より小規模な製造者が、より大規模な統合施設に比べ、クリーン技術に投資するこ
とに対して、より大きな経済的障害に直面するであろうと表明された。 

各実証プラントの間のギャップおよび実寸大の商用プラントの複雑度が、あまりに
大きい場合、再現が特に困難である。これは、マイクロ･エネルギー･ビルが多数の
個別技術の利用を認証したプロジェクト BATF-06-27 (中国におけるグリーンビル)の
利害関係者と協議された。しかし、「ゼロに近い」システム全体としては、現在の
主流実務からあまりにも懸け離れているため、中国での再現は不適切であると見な
された。 

B. 商業的な障壁 
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フラッグシップ･プロジェクトで確認された重要な商業的な障壁は、一般に、産業が、
慎重に扱うべき商業上の情報を、政府および／または潜在的な競合他社と共有する
ことを警戒することである。これは、以下の場合において該当することが認められ
た。 

• プロジェクト STF-06-03 （鉄鋼産業性能指標設定）では、商業的に専有され
る工程情報を共有することについて警戒が存在した。  

• プロジェクト ATF-06-03 （ボーキサイト残留物の管理）では、専有される会
社情報源からのデータもしくは調査がその大部分において秘密である。  

• プロジェクト STF-06-05 (最先端クリーン技術ハンドブック)では、民間部門の
参加者は, 最新鋭クリーン技術･ハンドブックの開発に向けた知識および成功
事例の共有について熱心であったが、特定の技術の移転により潜在的な競合
他社の一社が競争上の優位性を獲得することに役立ち得ると感じられる場合、
より抵抗があった。 

多くのフラッグシップ･プロジェクトにとって、技術の規模および展開を加速するこ
とは、技術的解決策がどのように特定の施設にカスタマイズされ得るかを確認する
こと、および提案された技術的解決策のための融資メカニズムを識別するために取
組まれる実行可能性の調査を伴う。これは、サブセクション 4.6 で更に検討されてい
る。 

もう 1 つの重要な商業的障壁は、APP フラッグシップ･プロジェクトの民間部門の利
害関係者から必要となる時間的献身である。フラッグシップ･プロジェクトの民間部
門の利害関係者の多くは、「現物出資」の立場においてその関与を提供した。多く
のフラッグシップ･プロジェクトの成功には、産業の賛同が重大であるため、この民
間部門の献身は、維持されなければならない。これは、必ずしも起こっているわけ
ではなく、「現物出資」の貢献が漸減するリスクが存在する。 

例えば、プロジェクト ATF-06-03 （ボーキサイト残留物の管理）では、プロジェク
トの成功は、プロジェクトの終盤における産業もしくは政府機関との関与の成功に
左右される可能性がある。このプロジェクトおよび他のフラッグシップ･プロジェク
トにおける民間部門の関与は、当然の事とみなすことはできず、商業ベースで正当
化され、時間的献身に相当されなければならない。 
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また、炭素の価格も、フラッグシップ･プロジェクトの中心で、一定の技術の商業化
への主要な障壁であると考えられている。例えば、プロジェクト CFE-06-05（カラ
イド A オキシ燃料燃焼実証プロジェクト）において、このようなプロジェクトを商
業的に実現可能にするためには、炭素が充分な高値を付けられる必要がある。現在
の見積りでこの技術が実現可能となるためには、これは、おそらく二酸化炭素 1 ト
ン当たり 50 豪ドル以上である。 

C. 法的および規制上の障壁 

クリーン技術の展開を促進するための政策および規制環境は、急速に発展している。
しかし、多数のフラッグシップ･プロジェクトの成功を保証するために必要な、市場
を可能にする環境の開発への障壁が多々ある。 

協議からの共通の認識は、投資、国境を越えたより自由な貿易、および、より展開
が可能となる環境を提供する、パートナー諸国の間の「均等な機会」が存在しない
ことだった。プロジェクトの経済状況および技術の展開の実現可能性は、パートナ
ー諸国の間で多様である、政策と規制環境に依存する。 

プロジェクト RDG-06-01 （高効率太陽熱発電所）からのプロジェクト支持者は、
APP が、政府と政府の間の繋がりおよび政策展開へ意見提供をすることにより、こ
の均等な機会を作り出す中での役割を有することを示唆している。プロジェクト
RDG-06-01 （高効率太陽熱発電所）が、パートナー諸国において、かなりの水準の
HCPV 展開を達成するためには、太陽エネルギーの価格に関する市況が一貫性のあ
るものでなければならず、さもなければ、展開は市況が最も有利な場所で発生する
であろうし、それがパートナー諸国の外部である可能性がある。 

技術展開のための世界的標準の開発および確立なくしては、パートナー諸国の全域
で商業的な実現可能性を保証することは困難である。電球型蛍光ランプのための試
験手順の調和に注意を向ける、プロジェクト BATF-07-36 （CFL 品質管理）は、こ
の技術の世界的な理解を促進し、検証および品質管理を提供することを意図された
重要なプロジェクトである。しかし、このプロジェクトの利害関係者は、APP の権
限が、真に世界的な標準を開発しているかどうか、不明瞭であることを示した。 

一部のフラッグシップ･プロジェクトでは、パートナー諸国における一貫性および規
制環境の理解の欠如によって、市場への取上げが妨げられていることが見出された。
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例えば、プロジェクト BATF-06-27（中国におけるグリーンビル)では、中国におけ
る建築基準法の施行実務、および、これらが新しい技術のための市場にどのように
関係するかの理解の欠如が、プロジェクトの成功の障壁だった。 

また、APP 諸国の間の多様な助成金や奨励金も、フラッグシップ･プロジェクトの技
術普及に対する障壁の原因となった。例えば、プロジェクト CMT-06-10 （セメント
産業パフォーマンス診断）との協議で、フライアッシュ利用は、日本と違い、埋立
てとして利用する方が安価である国々では、あまり魅力的ではないことが明らかに
なった。日本では、更なる埋立地容量に資金を出資するよりも安価だったため、セ
メント窯がフライアッシュを利用するように、政府が支援した。別の見方をすれば、
中国のように、埋立地用に更に大きな場所的余裕がある国において、フライアッシ
ュを埋める土地の、より有益な経済的側面は、これらの長期的な埋立地関連の市場
の格差を克服する困難さを考えると、中国にフライアッシュ再利用の技術を移転す
るよりも、他の技術移転プロジェクトを優先させる根拠を意味するのかもしれない。 

D. 組織的および文化的な障壁 

ここで検討される障壁の範囲は、サブセクション 4.4 からの検討を拡張する。これら
の障壁は、もっと、フラッグシップ･プロジェクトに従事する人々の関与および交流
に関係する。 

フラッグシップ･プロジェクトの継続的な成功を影響する、特定タイプの障壁の 1 つ
は、ネットワークが作成されたが維持されていない場合に生じる。例えば、プロジ
ェクト STF-06-04 （製鉄所性能診断）で性能診断の一部だった当事者の間の継続的
な交流は、計画されていない。日本の鉄鋼専門家およびインド･中国の鉄鋼設備の間
の初期の関与は、貴重な知識共有の実行だったが、知識および技術移転の将来の成
功は、協調とネットワーク開発の欠如により、抑制されているようである。 

政府および民間部門の両方について、適切な人々との関与およびその関与の継続は、
フラッグシップ･プロジェクトの成功には重大である。適切な人々や研究者、技術エ
キスパート、および政府関係局や民間部門利害関係者を関与するために、より良い
政府間の援助および支持があれば、フラッグシップ･プロジェクトに有益だったであ
ろうという例が幾つかあった。結果の 1 つは、政府から高いレベルの支持および承
認が無く、プロジェクトのスケジュールが遅れてしまったことである。これは、プ
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ロジェクトの目的は継続して首尾一貫していたが、主に、パートナー諸国すべてか
ら適当な賛同を得るための必要時間の過小評価をしたために、主要な里程標の達成
に関するスケジュールがずれてしまった、プロジェクト ATF-06-02 （PFC 排出の管
理）が該当する。 

国境を越えて働くことには、コミュニケーション上の課題や障壁がある。例えば、
プロジェクト ATF-06-02 （PFC 排出の管理）の利害関係者は、プロジェクトの実施
において、翻訳および技術面の協議が問題を引起したこと、および、二言語使用者
が知識移転の協議に関与していれば、プロジェクトの初期段階がかなり容易となっ
ていたであろうことを示した。 

一部のプロジェクトは、必ずしも二者間のプロジェクトに制限されるのではなく、
パートナー諸国のより幅広い関与から利益を得るであろう。例えば、プロジェクト
CLM-06-01 （石炭処理技術に関する情報共有）における石炭処理技術についての情
報の将来的な可能性に関して、インドで利用できる他の潜在的な石炭選鉱技術を識
別するために、インドが、技術レベルで、単に米国のみならず、パートナー諸国の
各国とコミュニケーションをとることに興味を持つであろう事が確認された。 

一部のフラッグシップ･プロジェクトは、知識共有の卓越した数例を果たした（サブ
セクション 4.3 参照）が、特定のフラッグシップ･プロジェクトが技術的な解決策へ
のアクセスを最適化するために要求される知識共有のためのオンライン基盤の欠如
が、協議でフィードバックされた。プロジェクト CLM-06-01 （石炭処理技術に関す
る情報共有）では、利害関係者が、インドのニーズに役立つ潜在的な新しい、より
クリーンな石炭技術の提出および評価に関する、プロジェクトレベルでのパートナ
ー諸国すべての間のコミュニケーション／知識共有のためのオンライン基盤が無い
ことを示唆した。一部の部門では、総合的なオンラインのデータベースの欠如が、
APP フラッグシップ･プロジェクトでの潜在的な技術移転への障壁である。 

多くのフラッグシップ･プロジェクトにおいて明白な無形の障壁は、新しい技術の実
施、導入および成功的な活用と共に、挙動変化が要求されることである。 

• プロジェクト ATF-06-02 （PFC 排出の管理）の協議では、手動方式が深く染
み込んだ中国などの国々では、溶鉱炉管理に「自動化」を導入することにつ
いて、かなりの抵抗があることが明らかにされた。  
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• プロジェクト CLM-06-09 （炭鉱衛生安全）の協議では、新しい衛生安全実務
の産業導入は、プロジェクトが成功するために、大幅な挙動変化を必要とす
ることが明らかにされた。  

E. 金融上の障壁 

フラッグシップ･プロジェクトの成功に対する金融上の障壁は、サブセクション 4.5

および 4.6 で更に検討されている。 

主な金融上の障壁は、単に、一部のフラッグシップ･プロジェクトにとっては現在の
資金供給不足であり、その他にとっては、更なる出資の必要性である。現在、資金
供給不足であることを示したプロジェクトは、以下を含む。 

• プロジェクト BATF-08-49 （グリーン･スペース･インド）:プロジェクト費用
の合計額は 263 万米ドルと見積もられており、プロジェクトは現在、35 万米
ドルの更なる持分投資を必要としている。 

• プロジェクト CLM-06-01 （石炭処理技術に関する情報共有）：:このプロジェ
クトの一部を構成する情報共有の過程を通して確認されていたかもしれない
様々な技術の検査もしくは実施のための予算がない。 

• プロジェクト CFE-06-05 （カライド A オキシ燃料燃焼実証プロジェクト）：:

プロジェクトは、現在、当初予算の 62.5 万豪ドルに対して、約 12.5 万豪ドル
の資金供給不足に直面している。不足が修正されない場合、前進するために
プロジェクトの範囲が縮小されなければならない可能性がある。 

フラッグシップ･プロジェクト利害関係者からのフィードバックで非常に共通した要
素は、パートナー諸国の各国が APP に為した具体的な金融貢献が何か、および、追
加の APP 資金提供を求めるためにどのような手段が追求されるべきかが、明らかで
はなかったということだった。 

フラッグシップ･プロジェクトおよび APP の成功への主要な障壁は、概して、現在お
よび将来のプロジェクトに関する明確な予算の欠如である。 
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4.5 APP におけるフラグシップ・プロジェクトへの資金調達 

融資・投資を受けることが可能かどうかは、当該フラグシップ・プロジェクトの技
術やプロセスの実施および促進普及の際に直面する主要な課題である。サブセクシ
ョン 4.5 で論じられているとおり、現行の当該フラグシップ・プロジェクトを完了し、
フラグシップ・プロジェクトの拡大の為の資金を新たに調達する目的でさらに資金
を集めることは、大きな障壁となる。より広義の言葉で言い換えると、APP の目的
を達成する為に、多大な資本が、世界資本市場から投入され、また、政府予算から
提供される資金の新たな調達方法によって調達される必要がある。 

以下は、当該 APP を通してフラグシップ・プロジェクトの資金調達に関する協議を
通じて生じた問題の考察である。 

A. 手段としての APP 

APP により提供される資金は、新たな計画を策定し、現行の計画を成功させる為の
手段になっている。 

多くのフラグシップ・プロジェクトは、APP からの資金提供なしには進めることは
できなかった、あるいは、はるかに小規模に進められていたであろう。特に、下記
の計画の利害関係者は、APP からの資金提供が彼らのフラグシップ・プロジェクト
を促進するものであったと認識している。 

• プロジェクト CFE-06-06 (石炭火力発電所からの排出物の燃焼後回収技術);  

• プロジェクト CMT-07-07 (セメント窯における有害廃棄物); 及び 

• プロジェクト RDG-06-01 (高効率太陽熱発電所). 

B. 民間部門の関与 

APP 枠組みの中核的な要素は、官民の協力および関与である。多くのフラグシッ
プ・プロジェクトで官民の協力がなされており、民間企業は、多くのフラグシッ
プ・プロジェクトへの資金提供において中心的な役割を担っている。 

民間部門の APP への投資・関与の良い例となるフラグシップ・プロジェクトとして、
以下のプロジェクトが挙げられる。 
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• プロジェクト BATF-08-49 (グリーン・スペース・インディア): IBM や GE の
ような技術協力者からの投資が、世界で最も環境に優しい商業開発の一つと
して本プロジェクトを位置づけるのに貢献した。 

• プロジェクト ATF-06-02 (PFC 排出の管理): 特にアルコア社やアルカン社が当
該プロジェクトに出資しており、それによりアルミニウムタスクフォースの
取り組みへの資金提供が維持されている。 

• プロジェクト RDG-06-01 (高効率太陽熱発電所): 提案者は、太陽熱発電による
電力を購入するプロジェクトにおける財務パートナーである TRU エネルギー
から民間投資を受けた。 

• プロジェクト RDG-06-16 (再生可能エネルギーの実行可能性研究): ヒョースン
社が、韓国政府と折半で、継続してプロジェクトに多額の民間投資を行って
いる。 

• プロジェクト PGT-06-01 (発電活動計画): 多数の国際的な民間機関が現地視察
イベントに参加もしくは主催をしている。（例: 北海道電力株式会社、 東北電
力株式会社、東京電力株式会社、中部電力株式会社、関西電力株式会社、中
国電力株式会社、九州電力株式会社、電源開発株式会社、電気事業連合会、
アメリカン・エレクトリック社、サザン社、タンパ電力会社、GE、アメレン、
プログレス・エナジー、GTI/Synthesis エナジー、シェル、シーメンス、アラ
イアント・エナジー、韓国南部発電、韓国中部発電、韓国南東発電、韓国西
部発電、デューク･エナジー、ファースト・エナジー、パシフィック・ガス＆
エレクトリック社、ネクストエラ・エナジー・リソース社、中国国電集団、
インド火力発電公社、アリゾナ・パブリック・サービス社、ロイ・ヤング・
パワー社およびインターナショナル・パワー社） 

民間部門投資家が様々な範囲に及ぶフラグシップ・プロジェクトのようなプロジェ
クトに取り組む為には、明確な投資収益（以下「ROI」という。）が必要である。フ
ラグシップ・プロジェクトのタスクフォースの選択による APP 資金の割当は、当該
プロジェクト提案者に技術投資の為の投資対効果検討書の検証を求めるという明確
な目標を備えていない。この検証要件なしに、将来の投資家に働きかける為に ROI

を決定するのは困難である。フラグシップ・プロジェクトを通じて展開する多くの
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技術にとって、ROI を決定することができれば、当該技術を商業化し普及する為に
必要な多額の民間投資を得られる可能性がある。 

上記が可能な例として、プロジェクト CFE-06-06 (石炭火力発電所からの排出物の燃
焼後回収技術) がある。PCC 技術の実験がパイロット・プラントで終了した段階で既
に投資に興味を持っている企業が存在する。これらの企業には、シーメンス、GE、
三菱およびバブコック＆ウィルコックス等がある。それらの企業が投資を誓約する
ためには、パイロット・プラントでの測定および実行に基づいて作成された投資対
効果検討書が必要であろう。 

しかしながら、フラグシップ・プロジェクトによっては、関連技術に関する投資対
効果検討書の検証に数年かかるものもある。プロジェクト BATF-06-27 (中国におけ
るグリーンビル) に関する協議では、マイクロ・エナジー・ビルディングの測定可能
な実施結果は、数年間、検証できる見込みがなく、その結果、当該プロジェクトで
展開する技術を再現もしくは拡大するのに必要な民間部門からの投資の見通しが立
たないとの見解が示された。 

プロジェクト RDG-06-01 (高効率太陽熱発電所)のようなプロジェクトは、顕著な戦
略的アプローチを取っており、民間部門からの更なる投資を促す為の明確な計画を
持って、実証により技術を検証する為のデータ・測定システムに積極的に投資を行
っている。 

民間部門、特に金融および投資部門の関与を活用することは、多くのフラグシッ
プ・プロジェクトおよび APP 全般の成功に必要不可欠である。奨励策を確立し、相
互が有益となる参加環境を維持し、APP プロジェクトの地位を向上させることは、
民間部門からの継続的参加の確保を促すであろう。 

協議および調査から明らかになった重要な問題は、いずれのフラグシップ・プロジ
ェクトにおいても、金融および投資部門から参加している利害関係者、プロジェク
トパートナーもしくは投資家がほとんどいないことである。この部門は、APP を通
じて関与していない民間部門の中で、主要な部門である。 

フラグシップ・プロジェクト奨励の拡大における民間部門の役割についての更なる
考察は、サブセクション 4.6 を参照されたい。 
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C. 世界的金融危機の影響 

世界的金融危機により、フラグシップ・プロジェクトへ投資される資金が収縮し、
その結果、プロジェクトの成功および実行可能性に影響を与えた。 

世界的金融危機の中、資金の制限および外国為替の問題により影響を受けたプロジ
ェクトもあり、それらのプロジェクトは、次々に規模縮小を余儀なくされた。以下
の 2 つの例は、これらの金融状況をプロジェクトの成果および局面に影響を及ぼす
理由として挙げている。 

• プロジェクト CFE-06-05 (カライド A 酸素燃焼実証プロジェクト): 二酸化炭素
捕捉プラントは、最大容積を当初の年間 3 万トンから年間 1 万トンに規模縮
小した。当該プロジェクトは、当初予算の 62.5 百万豪ドルに比べて、現在お
よそ 12.5 百万豪ドルの資金が不足している。 

• プロジェクト CMT-07-07 (Sub 2) (セメント窯における有害廃棄物): 当該プロ
ジェクトの第 2 段階 (溶剤脱水プラント) は、現在の経済状況の影響で、保留
されている。– 当該会社の取締役は、研究および規模拡大よりむしろ強化に重
点的に取り組む為、当該プロジェクトの第 2 段階を保留にした。 

D. クリーン開発メカニズムおよびカーボン・プライシング 

京都議定書に基づき実施されたクリーン開発メカニズム (以下「CDM」という。) プ
ロジェクトは、先進国から発展途上国への重大な資本移動をもたらした。この資金
移動は、APP プロジェクトと CDM を結び付ける可能性と明白な関連性があり、フラ
グシップ・プロジェクトの中には、CDM プロジェクトの創出により新たな収益源を
確保する機会が存在すると見なしているものもある。 

• 良い例として、プロジェクト CLM-06-11 (炭鉱メタン回収・利用) がある。当
該プロジェクトは、炭鉱メタンの回収および利用を伴うものである。炭鉱メ
タンプロジェクトは、商業的に実行可能性があり、出資希望者にとって魅力
的である。 

• プロジェクト ATF-06-02 (PFC 排出の管理排出)において、CDM に基づいて生
じる排出枠は、検証可能な PFC の排出量の削減を通じて入手することができ
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るであろう。本プロジェクトによる基本データの創出の重要性は、CDM プロ
ジェクトへの民間融資の可能性を開くことにある。 

• CDM の収益が生じる可能性のある他の例として、プロジェクト BATF-08-49 

(グリーン・スペース・インディア) がある。本プロジェクトは、排出基準を
確立し、成功事例であるグリーン・ビルディング技術を導入することで、更
なる収益源をどのように確保するのかを調査している。 

調査回答者の 33.3%のみが、炭素価格および国際的気候政策に関する不確定性が、
フラグシップ・プロジェクトの実現可能性に影響を及ぼすと回答しているが、この
数は、CDM に基づいて登録する資格を有し、温室ガスを削減することで削減量に比
例する排出枠を生み出すことのできるプロジェクトの実際の数を考慮すると、かな
りの数である。 

CDM に基づく炭素収益源は、今日に至るまで、いずれの APP フラグシップ・プロジ
ェクトにおいても実現されていない。フラグシップ・プロジェクトを通じて、その
ようなプロジェクトが排出枠の売買から生じる更なる収益を得る資格を有すること
ができる旨を明示することができれば、民間部門は、それらのプロジェクトにより
興味を持つであろう。 

E. 資金調達の選択肢およびメカニズム 

多くの APP フラグシップ・プロジェクトまた多くの他の APP プロジェクトにおいて
融資および投資が必要である。フラグシップ・プロジェクト提案者が直面する主な
問題は、開発および普及の次の段階に資金を出す為に必要な財源に関する不確定性
である。世界規模の発展により、クリーンエネルギーおよび技術へ投資するように
義務付けられた新たな共同資本があることが明らかになっている。共同資本は、公
有・私有財産の両方から出されている。当該資本を利用することは APP フラグシッ
プ・プロジェクト提案者にとって課題である。 

2020 年まで低炭素経済に資金を出す為に必要な投資の規模を詳述した信頼できる重
要な研究がある。以下がそのいくつかの例である。 

• Stern Review (2006 年): 英国の経済学者ニコラス・スターン氏は、炭素排出量
削減の為、GDP の 1％(年間 3500 から 4800 億米ドル)を約束するよう提案した。
In June 2008 年 6 月に、スターン氏は、気候変動が予測以上の速度で進行して
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いることから、排出量削減に必要な費用概算を GDP の 2％に増やした。当該
概算は、今現在から 2020 年までおよそ 9 兆米ドルに達する。 

• UNFCCC (2007 年): 国連機構変動枠組み条約によれば、気候変動を緩和する為
に、2030 年までに年間 2000 億米ドルもしくは世界の GDP の 0.3％の投資が必
要になるであろうとなっている。この額は、今現在から 2020 年までおよそ
2.2 兆米ドルに達する。 

• OECD (2008 年): 経済協力開発機構は、2030 年までに世界の推定 GDP の 0.5％
の費用があれば気候変動を緩和できると推定している。この額は、今現在か
ら 2020 年までおよそ 2 兆米ドルに達する。 

• World Economic Forum (2009 年 3 月): 投資額が 2020 年までに年間 5000 億米ド
ルに達する必要があるとしている。この額は、今現在から 2020 年までおよそ
3.9 兆米ドルに達するであろう。 

世界的金融危機が始まって以来、ほとんどの先進国が景気刺激策を実行して対応し
た。多くのこれらの政策声明には、グリーン経済に投資する誓約が盛り込まれてい
る。 

2009 年 9 月に、「Towards a Global Green Recovery」の報告書が、ロンドンで開催さ
れた 20 カ国地域首脳会合(G20 サミット)において提出された。この報告書によると、
景気刺激策に投入された 2.6 兆米ドルのうち大体 4000 億米ドル(G20 国の発表による)

が、再生可能エネルギーのようなクリーン技術、配電網の改良、無公害車の促進等
に割り当てられたとされている。これらの資金の約 50%が、2009 年に投資されると
予測されている。 

APP パートナー諸国は、当該経済刺激策におけるクリーンエネルギーおよび技術へ
の割当の中で重要な位置を占めている。国連事務次官および国連環境計画国際環境
技術センターの事務局長である Achim Steiner 氏は、最近、「多くの国が、景気刺激
策に、ある程度の環境投資を組み入れているが、グリーン経済に最も重要なお墨付
きを与えたのはアジアである。世界のグリーン刺激策の三分の二は中国、日本、韓
国およびオーストラリア等の国々によるものである。」と述べている。 

おそらく最も広く報じられている総合的政策は米国のものであったであろう。2009

年 2 月 17 日、オバマ大統領は、クリーン技術を経済安定化および雇用増加を推進さ
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せるために重要な要素として位置づける American Recovery and Reinvestment 法案に
署名した。7870 億米ドルには、クリーン技術支出計画および税制計画の為の約 830

億米ドルが含まれる。韓国は、今年の 1 月に、380 億米ドルを上回る景気刺激策を開
始したが、その内 80％以上がグリーン投資に割り当てられており、この「グリー
ン・ニューディール」を予算 836 億米ドルのグリーン成長 5 カ年計画に発展させた。
オーストラリアの景気刺激策への公約は、267 億米ドルであり、その内 9％が気候変
動に取り組む為の対策にあてられている。 

その他の主なクリーンエネルギー技術への政策推進投資には、以下のものがある。 

• 国際気候政策: 京都議定書(CDM を含む)、2009 年 12 月にコペンハーゲンで開
催される COP 15 会議に先立って行われる国際会談の指針となる COP 13 で同
意されたバリ・ロードマップ、G8 プラス 5 および主要経済国フォーラム 

• 他の国際排出量取引制度: EU 域内排出量取引制度 

• 国内排出量取引法案: (法案草案も含む) 米国 Waxman-Markey 法案、豪州炭素
汚染削減スキーム 

• ソーラー固定価格買取制度: ドイツおよびスペインにおいて効果的に適用され
た当該制度等 

• 再生可能エネルギー・ポートフォリオ基準: 本基準は、現在 50 ヶ国以上で適
用されている。 

民間投資部門において、クリーンエネルギーおよび技術への投資の増加には大きな
契機が存在する。最近の出来事には以下のものがある。 

• 2008 年に初めて、世界のクリーンエネルギーへの新たな投資額(1550 億米ド
ル)が、従来のエネルギーへの新たな投資額を上回った (New Energy Finance)。 

• プライベート・エクイティのクリーン技術部門への関与は、2008 年に投資を
開始したプライベート・エクイティ・ファンドの数が 2004 年の時の数の約 4

倍になったことに伴い、近年急速に拡大している。当該ファンドの数は、
2004 年に 30 であったものが、2008 年には 117 に増加した。資金調達市場にお
いて、現在、インフラ基金に重点を置いた 17 のクリーン技術が存在し、60 億
米ドル以上を集めることを目指している。 
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• 世界経済の低迷にかかわらず、クリーン技術部門は、現在市場にある合計 78

のクリーン技術への投資を目的としている資金が投資先を探していることや、
インドや中国のような新興市場諸国がプライベート・エクイティ業界の為の
クリーン技術活動の重要な拠点となりつつあることに伴い、成長を続けてい
くと思われる。 

• 機関投資家は、投資の決定をする際に気候変動の問題を考慮すると公約して
いる。18 兆米ドル以上を管理する署名者を代表する国連責任投資原則等の政
策、1.4 兆米ドルの資産を有する気候変動リスクに関する米国投資家ネットワ
ーク (以下「INCR」という。) 、5000 億豪ドルを有する気候変動に関する豪州
投資家グループ、世界的に 57 兆米ドルを超える資産を有する 385 以上の機関
投資家を代表するカーボン・ディスクロージャー・プロジェクト (以下
「CDP」という。) 

• 国際的炭素市場規模は、2008 年に 2 倍となり 1180 億米ドルに達した。炭素市
場は、低迷する世界経済にかかわらず、今年 27％の成長率を享受すると予測
されている (New Carbon Finance)。 

政府の刺激策および民間部門の資本移動に加えて、世界銀行・国際金融公社（以下
「IFC」という。）・アジア開発銀行および国際協力銀行等の開発金融機関からの新
たな資金供給構想がある。 
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調査回答によると、66.7％の回答者が、普及を促進する為に、更なる政府による資
本・資金提供が必要であると考えている。加えて、58.9％の回答者が、政府による資
金提供が民間部門からの投資をより多く活用するであろうと示唆している。 

APP のパートナー諸国およびフラグシップ・プロジェクトの提案者 (および他 APP

プロジェクト提案者) が、クリーン開発および気候への投資を目指している公的およ
び民間の資本源を結び付けて考える必要があることは明らかである。 

4.6 フラグシップ・プロジェクトの規模拡大 

フラグシップ・プロジェクトは、関連技術を当初の規模で普及することができる場
合、より規模の大きい経済的・環境的および社会的利益を生み出す可能性のあるも
のとして APP により支持されているプロジェクトの実施例である。 

APP の主要目的は、既存の費用効果の高いよりクリーンな技術および新たな費用効
果の高いよりクリーンな技術の開発・普及を促進することであるが、APP は自発的
な取り組みであり、タスクフォースは普及への明確な目標を持っていない。協議を
通じて、プロジェクト提案者は、APP が、ネットワークを構築し、プロジェクトを
可能にする市場に着手する際に、重要な役割を担っていると考えているということ
が明らかになったが、今日 APP が成功する為には、より実践的に技術開発・普及に
重点を置く必要がある。 

多くのフラグシップ・プロジェクトは、市場を創造する能力があり、促進普及の為
のプラットフォームを構築する目標を達成した。それぞれの技術は異なった成熟段
階にあるが、既存の技術の拡張性の良い実施例は存在する。明らかに、更なる資金
の提供は、公的資金(66.1%) および民間資金 (76.1%)の両方が、普及を促す為に必要
であると調査結果が示すとおり、技術の普及を高める為に必要である。規模拡大に
必要不可欠な要素における民間部門の継続的な関与および官民の協力によって、フ
ラグシップ・プロジェクトの価値は試されることになる。政府の政策決定および奨
励もまた重要である。 

調査回答者の大多数 (82.3%) は、各自のプロジェクトがパートナーの国々で再現可能
であろうと述べている。しかしながら、協議により、「規模拡大」が考慮される前
に解決すべき具体的な問題があるということが明らかになった。 
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以下のセクションでは、重要な問題および APP フラグシップ・プロジェクトの実
施・再現・拡大・普及方法に今現在影響を及ぼしているフラグシップ・プロジェク
ト提供者から習得した教訓について考察する。 

A. 市場創造能力の成果 

数多くのフラグシップ・プロジェクトの様々な成果は、クリーン技術の開発・普
及・移転の規模拡大および促進を成就する為の支援を可能にする環境作りの一助と
なる。 

以下の事項は、それらの成果として挙げられる。 

• ワークショップによる成功事例の共有 

• パフォーマンス診断行う為の国際的現地視察の実施 

• 技術資源の共有の為のインターネット資源の開発 

• 成功事例ガイドの作成 

ほとんどの場合、今日まで、多くのプロジェクトが知識共有および成功事例を用い
たトレーニングに重点的に取り組んでいる。それらの取り組みは、産業部門におい
て、重要な役割を担っており、商業的に実行可能なプロジェクトを特定し、主要な
パートナーを引き合わせ、また、民間部門の投資家の興味を引き付けるのに役立っ
ている。 

実現可能な環境の創出を促しているフラグシップ・プロジェクトには、以下のもの
がある。 

• プロジェクト CMT-06-05 (卓越セメントセンター): セメント工場から排出され
る温室効果ガスを削減する際に最も大きな影響力を持つ、成功事例で活用さ
れた技術を普及する為に、技術的なセメント産業ワークショップが実施され
た。 

• プロジェクト STF-06-05 (SOACT ハンドブック): アート・クリーン技術ハンド
ブックおよび技術提供者と端末利用者を適合させるライブ情報センターを創
出した。 
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• プロジェクト PGT-06-01 (発電活動計画): 参加国が火力発電所の熱効率の評価
をする際に利用する枠組みを提供するグリーン・ハンドブックを作成した。 

• プロジェクト ATF-06-03 (ボーキサイト残留物の管理): プロジェクトの初期段
階で見出された様々なデータを照合・比較できるようにする為に開発が必要
であったボーキサイト残留物のデータベースを開発した。 

• プロジェクト STF-06-04 (製鉄所性能診断): 工場の効率を高め、温室効果ガス
の排出を削減し、かつ、その他の環境改善を達成することができる技術を特
定する為に、インドや中国の製鉄設備の日本人専門家により行われたパフォ
ーマンス診断を取り入れた。 

• プロジェクト CLM-06-01 (石炭処理技術に関する情報共有): 乾燥石炭選鉱の知
識を共有する為に、国際的に認められた専門家とのインドにおけるワークシ
ョップの実施を取り入れた。 

B. 技術成熟度の段階 

フラグシップ・プロジェクトの多様性により、様々な成熟度段階の技術が普及して
いる。各プロジェクトにおいて、開発問題、重要な目的、および、技術開発がいか
に迅速に進められるかという課題に影響を及ぼすことになるであろう市況はそれぞ
れ異なる。 
 

協議において、技術によっては現在成熟段階にあり、規模拡大する為には融資・正
しい政策環境等その他の要因が必要であることから、画期的な技術が必ずしも技術
の大量普及への鍵となるものではないということが明らかになった。調査によると、
43.9％の回答者が、「構想の検証を可能にする為に、技術・サービス・プロセスの更
なる実証および試験が必要である」との意見に異議を唱えており、今までの実証・
試験により技術の検証が既になされていることを示唆している。加えて、調査回答
者の 25.4％のみが、「技術におけるある特定の障壁が、更なる普及の経済的実現可
能性を妨げる」と考えていることが分かった。 



 

58 

技術成熟度の段階および拡張可能性の様々な実例として、以下のものが挙げられる。 

• プロジェクト ATF-06-02 (PFC 排出の管理) 本プロジェクトの直接的効果によ
り実際に PFC 排出量が削減されたことを実証する為には、少なくとも 2 年か
ら 3 年必要である。しかしながら、商業的実現可能性が検証された場合、中
国アルミニウム部門への大規模な適用の可能性が高くなると考えられる。 

• プロジェクト CFE-06-06 (石炭火力発電所からの排出物の燃焼後回収技術) の
更なる可能性: PCC 技術は、新たな発電所用に設計されているが、すべての従
来型の火力発電所にも組み込むことができる可能性があることから、重要で
ある。加えて、当該技術のモジュールの性質を考えると、このシステムは、
各段階で付け加えることが可能である。 

• プロジェクト BATF-08-49 (グリーン・スペース・インディア) エネルギー効
率・換気・水利用・廃棄物および照明等に関する様々なグリーン・ビルディ
ング技術がもたらす環境的・商業的な利益を、技術的に検証・測定および数
値化した。これらの技術は成熟しているため、一旦資金が確保されると、当
該技術は、すぐにでも実行に移し、世界で最もエネルギー効率の良い商業用
ビルに組み入れることができる。 

C. 実施技術の選択・解決策 

多くのフラグシップ・プロジェクトにおいて、製鉄所やセメント工場等に経済的・
環境的な利益をもたらす為に実行することができると思われる技術改良を特定する
為に、パフォーマンス診断が行われた。これらのパフォーマンス診断は、提案され
た様々な技術的解決策と共に報告書に詳述されている。専門的な情報の交換は有益
であるが、プロジェクトに関わる人たちにとって、どのように提案された方策に資
金が提供されるか、また、APP の統治機関が、当該パフォーマンス診断に概説され
た環境・エネルギー改善に資金を提供する財政的支援に関わるのかが明らかではな
い。 

プロジェクト STF-06-04 (製鉄所性能診断) の場合も同様であり、この場合も、パフ
ォーマンス診断は、フラッグシップ・プロジェクトに基づいて規定される目的を達
成する為の第一段階でしかない。環境・エネルギー改善の実行の為に、製鉄所は、
提案に優先順位を付け、目的に合わせた技術的解決策を特定することができる必要
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がある。当該解決策は、特定されると費用が見積もられ、それらの解決策に適切な
資金提供の仕組みが提案される。パフォーマンス診断は、知識交換において有益な
第一段階であるが、将来性のある技術の技術的な実現可能性およびそれらの技術へ
の資金提供方法に更に手を加えない場合は、作成される報告書に基づいて実行され
ることはないであろう。 

フラグシップ･プロジェクトの為に作成された技術報告書、および、フラグシップ･
プロジェクトの出版物もしくはインターネット情報に記載されている技術解決策は、
目的に合わせた適切な技術的解決策を明確に述べておらず、即座に実行可能な解決
策を提供するというより、せいぜい製鉄所の費用に対する追加投資への前段階の実
現可能性を示すものとして事実上機能を果たすものである。 

製鉄所 (プロジェクト STF-06-04 (製鉄所性能診断))、セメント施設 (プロジェクト 

CMT-06-10 (セメント産業パフォーマンス診断))、炭鉱 (プロジェクト CLM-06-01 (石
炭処理技術に関する情報共有))、有害廃棄物施設 (プロジェクト CMT-07-07 (sub 1) 

(セメント窯における有害廃棄物))を対象とするフラグシップ･プロジェクトにとって、
技術改良プロジェクトは、ほとんどの場合、かなり資本集約されている。提案され
た改善策が大規模であることから、商業的に投資が可能かを評価する為に、プラン
ト別の実現可能性についてのより詳細な研究等の追加情報が必要である。必要な投
資決定を行う為には、当該改善策を実行する為の資金提供方法の選択および仕組み
についての詳細がさらに必要である。 

APP は、概念を実現・実行に移すことで、有益な報告書および「前段階の実現可能
性」の評価の利用を促すのに重要な役割を担うことができる。APP は、サイト別の
技術的な実現可能性に関する研究に着手する為に必要な資料の提供や、それらのプ
ロジェクトの為の適切な方法の選択や資金提供の仕組みの調整に役立つであろう。
パフォーマンス診断報告書に概説された技術的解決策が商業的に実行可能な方法で
実施される場合、インドや中国の製鉄所・セメント施設・石炭設備において、技術
を再現・拡大および普及する大きな可能性がある。 

プロジェクト STF-06-03 (鉄鋼業性能指標の設定)を通じた協議において、ある特定の
企業団体は、APP が技術移転および資金創出のフォローアップにより責任を持つ必
要があると感じていた。これを実現するためには、技術移転は商業的結果につなが
る活動により重点を置く必要があり、恐らく、その過程において、鉄鋼生産のある
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側面のあらゆるパラダイムを変える合意された「リーダーシップ」技術に重点を置
く必要があるだろう。 



 

61 

 

D. 政府の政策・奨励および支援 

政府の政策決定は、フラグシップ・プロジェクトの規模拡大の将来的な成功の主な
決定要因である。調査回答者の 66.7%が示すとおり、各プロジェクトが更なる投資
を受け、プロジェクトの経済性・規模拡大能力を高めるのに、気候変動緩和・クリ
ーンエネルギーおよびエネルギー効率等の問題に関してより明確な一貫性のある長
期的な政策が必要である。 

均等な機会を設ける為のパフォーマンス基準の導入等の政策、炭素価格制度の確立、
補助金の導入 (または、一部の例では廃止) および政策減税や財政的刺激策は、フラ
グシップ・プロジェクト技術の迅速な普及を促進するのに役立つであろう。APP は、
タスクフォースおよび PIC を通じて、フラグシップ・プロジェクト技術の更なる普
及を促進するであろう、政策の障壁に対処する為の確立したフォーラムを備えてい
る。 

フラグシップ・プロジェクト提案者は、政府の政策決定がどのように各プロジェク
トの規模拡大能力に影響を及ぼしているかを強調した。 

• CFLs の検査手続を一致させる為に、プロジェクト BATF-07-36 (CFL 品質管
理) において、標準化が、国際的に競合する企業のための機会均等を促進する。 

• 中国のセメント工場におけるエネルギー効率技術の実施は、中央政府の優先
事項である。プロジェクト CMT-06-05 (卓越セメントセンター) により、最も
エネルギー効率の良い技術が、容量で、既に中国市場の 65％を占めていると
いうことが明らかになった。 

• 報告書における、プロジェクト CMT-06-10 (セメント産業パフォーマンス診
断)からのインドおよび中国のセメント施設への日本企業による技術改良の提
案は、中国およびインドで政府から多額の補助金が得られない場合、実施す
るのは現実的ではない。 

• プロジェクト STF-06-03 (鉄鋼業性能指標の設定)において、目的は、製鉄所に
おける二酸化炭素や硫黄酸化物等のガス排出に関して、エネルギー効率およ
び環境保護の為の性能指標の計算法を確立することである。プロジェクト提
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案者は、性能指標の設定が製鉄業に影響を持つ為には、当該指標設定が、製
鉄業に適用される政府基準・規定もしくは国際基準・規定に反映されていな
ければならない。 

• プロジェクト BATF-06-27 (中国におけるグリーンビル)において、技術移転よ
りむしろ最低限の建設基準を促すことに重点を置くことが、実現可能な環境
を創出する為により望ましい方針であろうと示唆された。 

フラグシップ・プロジェクトを商業的に実現可能にする為に、政府の政策がどのよ
うに奨励および政策の方向性を与えるかを強調する 2 つのプロジェクトがある。国
内政策を変更することは、資本プロジェクト開発への更なる投資を確実にするであ
ろう。 

• プロジェクト CMT-07-07 (sub 1) (セメント窯における有害廃棄物): 有害廃棄物
の産出者となっているインドにおける産業は、化石燃料に代わる代替燃料を
セメント窯に確実に供給する為の奨励プログラムと共に、政府の政策指導を
必要としている。確実な供給により、有害廃棄物に関する技術は、民間の融
資を引き付けることができる。 

• プロジェクト CMT-07-07 (sub 3) (セメント窯における有害廃棄物): セメント
窯バイオソリッドの利用への更なる投資を確実にし、プロジェクトの経済性
を高める為に、オーストラリア政府は、廃棄物処理における水銀排出レベル
に関して、より一貫性のある長期的規制もしくは政策を提供することができ
るであろう。 
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推進要素となる政府の政策の具体例として、プロジェクト CLM-06-11 (炭鉱のメタ
ン回収・利用)がある。中国政府は、メタンの回収・再利用を要求する政策を導入し
た。本政策は、中国における炭鉱からのメタン回収の規模拡大を推進する要素とな
っている。 

共通もしくは補完的な方針を持つ他のパートナー国の構想との相乗効果を得ること
で、APP の構想および目的達成の成功を高めることができる。しかしながら、APP

と他の構想との関係は、各構想が、他の構想に価値を付加することができるような
活動に重点を置いている。APP を支援する、もしくは、APP により支援されること
ができる気候変動・クリーン開発の構想を持つ他のパートナー国の構想の具体例と
して、以下のものが挙げられる。 

• オーストラリアの世界炭素捕捉・貯蔵機関 

• メタン市場化パートナーシップ (全てのパートナー諸国を含む) 

• インド・ソーラー・ミッション 

• 韓国低炭素グリーン成長計画 

多くの関連するフラグシップ・プロジェクトを他の補完的な構想に組み入れる機会
が存在する。政府資金は、それらのプログラムに割り当てられているため、当該プ
ロジェクトへの既存の投資を十分に活用し、当該プログラムが新たな構想と連携す
るようにする為に、APP フラグシップ・プロジェクトを資金提供先の選択肢に含め
ることができる。 

APP タスクフォースは、それらの構想の事務局員と共に、フラグシップ・プロジェ
クトへのより強力な政府による支援、および、(将来的な資金調達を含む) 政府の中
核的プロジェクトとの連携を得る効果的な方法として、国の産業技術計画の展開に
取り組むことができるであろう。現在進行している具体例として、プロジェクト 

CLM-06-11 (炭鉱メタンの回収・利用) (本プロジェクトは M2M パートナーシップと
協力した炭鉱メタンの回収であり、パートナー諸国 7 カ国を含む国際的な構想であ
る。) を調整する試みがなされている炭鉱タスクフォースがある。本タスクフォース
の試みは、M2M パートナーシップに基づく炭鉱メタンプロジェクト展開を促進する
試みを補完することを目的としている。APP タスクフォースは、明確な協力・技術
および資金調達の解決策を必要とする実行計画を展開する為の他の補完的な構想と
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の連携および正式な関係を発展させることにより、フラグシップ・プロジェクトの
成功を促進するのに役立つであろう。 

フラグシップ・プロジェクトの規模拡大を促進する為の政府資金提供制度は、サブ
セクション C.において考察されている。 

 

E. フラグシップ・プロジェクトの規模拡大における民間部門の役割 

APP は、民間部門を引き付けることに成功し、民間部門によるフラグシップ・プロ
ジェクトへの投資が実現した。しかしながら、それらのプロジェクトにおいて、普
及される技術をさらに向上するためには、投資・実証および配分における民間部門
の役割が非常に重要である。 

すべてのパートナー諸国の多国籍企業は、タスクフォースのメンバーであり、技術
提供者・投資家・スポンサーもしくは開発者として、フラグシップ・プロジェクト
に密接に関わっている。APP が、民間部門との結びつきを強化する為に、交流およ
び協力を継続することは必要不可欠である。 

技術の向上における民間部門の役割を説明するフラグシップ・プロジェクトの実例
として、以下のものが挙げられる。 

• プロジェクト BATF-08-49 (グリーン・スペース・インディア)において、IBM、
GE および Otis 等の企業は、本プロジェクトに投資し、かつ（もしくは）、主
要なパートナーとなっている。その為、それらの企業は、新たな技術を実
験・実施するために本プロジェクトを利用することができる。IBM は、グリ
ーン・データ・センター・モデルを開発しており、当該実験は、世界中で実
施される予定である。 

• プロジェクト CFE-06-05 (カライド A 酸素燃焼実証プロジェクト)は、将来、
商業的に大規模に実施する際に必要となるすべての要素を取り入れ、合弁事
業の参加者に有益な経験と知識を提供している。豪州石炭協会 (以下「ACA」
という。) は、オキシ燃料技術および本プロジェクトから習得した教訓が、特
に炭素価格制度において、将来的に発展する可能性が強いと考えている。
ACA は、当該技術が、技術的商業的に高い反復可能性を持って、促進される
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ことを期待している。彼らのプロジェクトへの支援は、輸出市場にとって重
要と考えられており、その為に国際的意義を有している。 

• プロジェクト CFE-06-06 (石炭火力発電所からの排出物の燃焼後回収技術)にお
ける PCC 技術が一旦実験プラント段階から次の段階に進むと、シーメンス、
GE、三菱およびバブコック&ブラウン等の大手製造会社が興味を持つと考え
られる。 

• プロジェクト CMT-07-07 (Sub 2) (セメント窯における有害廃棄物)は、子会社
を通じてフラグシップ・プロジェクトに関わるホルシムグループ会社全体に
規模が拡大し、再現される可能性がある。 

• プロジェクト CLM-06-11 (炭鉱メタンの回収・利用)については、本プロジェ
クトで普及される炭鉱メタン回収技術のより広範囲な適用にビジネスチャン
スがあると考えている GE やキャタピラー社等の民間企業が高い関心を抱いて
いる。 

(プロジェクトの結果に加えて)APP へ関与することにより民間部門の利害関係者が利
益を得る可能性がある。特に、APP の統治機関が、民間技術会社が APP の範囲外の
ライセンス協定・導入もしくはビジネスチャンスを通じてインドや中国の市場に入
り込む手助けをする機会があるかもしれない。 

F. 能力開発 

主要な産業部門における開発・政策改革および新たな技術的発展に関する情報を普
及することは常に必要である。これは、いくつかのフラグシップ・プロジェクトに
おいてみられ、(上記サブセクション 4.3 に述べられたとおり、能力開発は、現在、
フラグシップ・プロジェクトにおいて過少評価されているようであるが)、知識共有、
オンライン・コミニケーションおよび能力開発の優れた実施例がいくつか存在する。 

本プロジェクトを通して特定されたとおり、能力開発プログラムは、それぞれの利
害関係者の目的に合わせて変更する必要がある。 

技術企業家およびプロジェクト開発者は、様々な地域において、文化の壁を越えて、
彼らの技術の価値を伝える能力が必要である。また、当該技術を異なる物理的・政
策的環境に合わせることができる必要がある。プロジェクトの提案者は、資金提供
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者や投資家がより良く分析・評価し、結果としてプロジェクトに投資もしくは資金
提供することができるように、資金提供者や投資家に対して投資依頼の提案をより
効果的に行う必要もある。基本的に、プロジェクト提案者は、資金を得る為に、投
資の可能性を売り込む能力が必要である。 

資金提供者および投資家は、市場機会を支える技術・政策およびクリーン開発方針
へのより良いアクセスおよび理解が必要である。クリーンエネルギーおよび技術へ
の投資の歴史は浅く経験が不足しており、この経験不足および技術・プロジェクト
への不慣れが、リスクに対する認識を高めている。その為、取引への資金提供もし
くは参加を避ける傾向が高まるかもしれない。 

政策立案者は、民間部門が何を必要としているかをより理解することで益を得るで
あろう。政策立案者と民間部門の間に、市場・規制情報の伝達の為の、より開かれ
た効果的・相互的な手段が確立される必要がある。 

APP は、パートナー諸国における能力の開発および成功事例の知識を主要な利害関
係者に広める活動に投資を行う際、重要な役割を担っている。これは、クリーン技
術への投資および当該技術の普及を促進する為に欠かせない必要条件である。 

 




